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第１章 本ガイドラインの目的 

 
地球温暖化の進行や廃棄物問題、生物多様性の危機、資源の枯渇など、今日の環境問題は

その原因が大量生産、大量流通、大量消費、大量廃棄を前提とした生産と消費の構造に根ざ

していることから、その解決には、経済社会のあり方そのものを環境負荷が少なく、経済社

会システムに環境配慮が織り込まれたものに変革していくことが不可欠であり、あらゆる

主体・あらゆる分野において環境負荷の低減に努めていくことが必要です。 

こうした中、我々の生活や経済活動を支える物品及び役務に伴う環境負荷を低減していく

ことが急務となっており、環境配慮型の製品やサービス（以下「環境配慮型製品等」という。）

への需要の転換を促進していかなければなりません。この環境配慮型製品等への需要の転

換を進めるために有効な取組がグリーン購入です。グリーン購入は、これらの環境配慮型製

品等の市場の形成、開発の促進に寄与し、それが更なる環境配慮型製品等の購入を促進する

という、継続的改善を伴った波及効果を市場にもたらすものです。グリーン購入を推進する

ためには、信頼性の確保検証可能で、正確で、誤解を招かないことを前提に、事業者等から

消費者に対する積極的な環境情報の提供が必要となります。事業者等による適切な環境表

示によって市場の公正な競争が確保されることで、消費者が環境表示を信頼することがで

き、合理的かつ自主的な選択が促進され、より多くの環境配慮型製品等が供給され健全な市

場の成長につながる好循環が期待されます。  

また、近年 SSBJ 基準 1等のサステナビリティ開示基準の公表等により、特に、プライム

市場上場企業を中心に、企業は金融機関や投資家からサステナビリティ関連の情報開示が

求められるようになっています。こうした状況の中、適切な環境表示を行うことも企業の信

頼性を示す取組であると考えられます。 

 

本ガイドラインは、市場において環境配慮型製品等の供給や環境配慮への取組を進める

事業者等が評価・選択されることを促し、グリーン購入をはじめとした経済社会の変革を図

るために不可欠である、主に事業者等から消費者に向けて発信される様々な環境情報につ

いて検討し、事業者及び消費者双方にとって有益な環境情報の提供の促進に向けて、事業者

等が取り組むべき内容をとりまとめたものです。 

また、本ガイドラインでは、グローバルに事業を展開する企業等の海外におけるマーケテ

ィングも念頭に、様々な国や地域の環境表示に関するガイドラインや自主基準等の一部を

Annex（参考情報）として紹介しています。 

 

 

 

 
1 2022 年 7 月に設立された SSBJ は、2025 年 3 月に「サステナビリティ開示ユニバーサル基準『サス

テナビリティ開示基準の適用』」、「サステナビリティ開示テーマ別基準第１号『一般開示基準』」、「サステ

ナビリティ開示テーマ別基準第２号『気候関連開示基準』」の三つの基準を公表した。 
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１－１ 策定の経緯 

 

平成 12 年 5 月に制定された「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（以

下「グリーン購入法」という。）の第 12 条において「物品の製造、輸入若しくは販売又は役

務の提供の事業を行う者は、当該物品の購入者等に対し、当該物品等に係る環境への負荷の

把握のため必要な情報を適切な方法により提供するよう努めるものとする」ことが、同法 13
条において「他の事業者が製造し、輸入し若しくは販売する物品若しくは提供する役務につ

いて環境への負荷の低減に資するものである旨の認定を行い、又はこれらの物品若しくは

役務に係る環境への負荷についての情報を表示すること等により環境物品等に関する情報

の提供を行う者は、科学的知見を踏まえ、及び国際的取決めとの整合性に留意しつつ、環境

物品等への需要の転換に資するための有効かつ適切な情報の提供に努めるものとする」こ

とが、それぞれ規定されています。また、同法 14 条では「国は、環境物品等への需要の転

換に資するため、前二条に規定する者が行う情報の提供に関する状況について整理及び分

析を行い、その結果を提供するものとする」と、国による環境情報の整理等について規定さ

れています。 
さらに、同法の附則第 2 項では「提供すべき環境物品等に関する情報の内容及び提供の

方法、環境物品等に関する情報の提供を行う者の自主性を尊重しつつ適切な情報の提供を

確保するための方策その他環境物品等に関する情報の提供体制の在り方について検討」す

ることとされています。また、循環型社会形成推進基本法に基づいて策定された第一次循環

型社会形成推進基本計画においては、「グリーン製品・サービスに関する情報の内容及び提

供の方法、適切な情報の提供を確保するための方策等情報提供体制の在り方について検討

を加え、その結果に基づいて必要な措置を講じること」と規定しています。 
他方、「消費者基本法」に基づき策定された「消費者基本計画」（平成 17 年 4 月策定。平

成 24 年 7 月改定）では、「環境ラベルなど事業者等の自己宣言による環境情報の提供に関

して、その方法や内容等の望ましいあり方について継続的に検討する」とされており、消費

者が環境配慮型製品等の選択を容易にすることができる環境情報の提供方法及びその内容

に関する検討が求められています。 
こうした状況を受け、環境省では、事業者、消費者の双方にとって望ましい環境表示のあ

り方について、有識者・業界関係者、関係省庁で構成する「環境表示ガイドライン作成検討

委員会」を設置し、国際的な動向、環境表示に関する様々な課題等を整理するとともに、検

討を行い、平成 20 年 1 月に「環境表示ガイドライン」を策定しました。さらに、平成 21 年

11 月には事例等の拡充を図り、改訂平成 25 年 3 月にも改定を行いました。 
昨今、欧州等ではグリーン・ウォッシュに対する目が厳しくなってきており、各国でグリ

ーン・ウォッシュを防ぐためのガイドラインを整備・強化する動きが見られます。2017 年

に UNEP が「製品の持続可能性情報提供に関するガイドライン（The Guidelines for 
Providing Product Sustainability Information）」を公表し、2021 年には英国もグリーン・

クレーム・コードを公表しました。さらに、2022 年には米国が「グリーン・ガイド（Green 
Guides）」の改定に向けたパブリックコメントを実施しています。環境宣言及びラベルに関
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する国際規格である ISO14020 シリーズついても、2022 年に ISO14020（製品環境に関す

る声明とプログラム－原則と一般要求事項）の改訂版が発行され、2025 年 11 月現在は

ISO14021（環境ラベル及び宣言－自己宣言による環境主張（タイプⅡ環境ラベル表示））及

び ISO14024（環境ラベルおよび宣言・タイプⅠ環境ラベル表示・原則および手続き）、

ISO14025（環境ラベル及び宣言− タイプⅢ環境宣言−原則及び手順）の改訂作業が進めら

れています。 
こうした状況を受け、令和 8 年〇月にグリーン・ウォッシュ対策の国際的動向等を踏ま

えた改定を行いました。 
 
なお、本ガイドラインは、環境省ウェブサイトへの掲載、業界団体、消費者団体等を通じ

た普及、利用促進等を図るとともに、様々な利害関係者（ステークホルダー）からの意見等

を集約することにより、継続的な改善を図っていくものとします。 
 

 

 

１－２ 策定の目的 

 

本ガイドラインは、環境表示を行う事業者及び事業者団体を主たる対象とし、併せて製品

等・サービス（以下「製品等」という。）に関して認証を行う第三者機関等にも参考となる

よう、グリーン購入を促進させる上で必要となる情報提供のあり方等について整理し、とり

まとめたものです。具体的には、 
① 環境表示が消費者にとって理解されやすく共感できる有益な情報として機能するこ

と 

② 各事業者及び団体が適切な環境情報を提供するための体制を構築し、様々な利害関係

者（ステークホルダー）との環境情報に関する相互理解を深めていくこと 

を目的としています。 
平成 24 令和 6 年 45 月に閣議決定された第四六次環境基本計画においては、経済・社会

のグリーン化を推進するための国の重点的取組事項重点戦略ごとの環境政策の展開として、

国際市場を視野に入れた取組「新たな成長」を導く持続可能な生産と消費を実現するグリー

ンな経済システムの構築が掲げられており、その中で、「我が国の強みである環境対策技術・

製品の国内外への普及を進めることは、世界全体での環境保全と、我が国の成長・雇用創出

の両面に寄与する海外において脱炭素等の環境関連市場の拡大が見込まれる中、高い環境

価値と国際競争力を持つグリーンな製品・サービス等の供給を促進するとともに、循環性強

化やエネルギーの効率的利用等を通じ、バリューチェーン全体での環境負荷を大幅に削減

することで更なる競争優位性を生み出し、我が国経済の牽引力とする」ものとされています。

本ガイドラインは、各事業者及び団体等の自主性を尊重することを原則としていますが、環

境対策技術・製品等の国内外への普及を進めるためには、環境表示に関しても、必然的に国

際規格に準拠することが求められることになります。 
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さらに、環境基本計画において国が実施する具体的な環境表示に関する取組として、「環

境ラベリングについて、相互認証の拡大、基準の調和など、各国の環境ラベリングが共に活

用される枠組みの作成を進めること」とされており、環境表示においても、国内のみならず、

世界全体のグリーン化に貢献することが求められるとともに、さらなる強化・充実を図るこ

とが必要となっています。本ガイドラインに示された適切な環境表示を推進することが、国

際的な取組の進展にも寄与できるものと考えられます。 
前述のとおり、欧州等ではグリーン・ウォッシュに対する目が厳しくなってきており、欧

米では巨額の制裁金や、消費者団体等による集団訴訟に発展するケースが増えており、日本

国内でも 2022 年に景品表示法に基づく措置命令が行われています。このような中、日本の

優れた環境技術や環境配慮製品の国際競争力を維持するとともに、我が国の企業が萎縮す

ることなく、環境配慮した製品等や取組を国内外に訴求し、グリーンな経済システムの構築

に資するよう本ガイドラインに示された適切な環境表示を推進することが必要となってい

ます。 
本ガイドラインは、主に事業者及び事業者団体が消費者に向けて環境情報を提供する場

合の望ましいあり方について、環境表示に関する国際規格（ISO/JIS Q 14020 シリーズ）へ

の準拠を基本的な考え方として示しています。しかしながら、現段階においては、こうした

国際規格に準拠した適切な環境表示となっていない場合も多く見られます。このため、必ず

しも十分とはいえない環境表示を行っている事業者等にあっては、本ガイドラインを参考

として、正確かつ信頼性を担保した適切な環境表示を目指し、着実な質の向上を図る取組が

求められます。 
 
本ガイドラインの活用及び普及により、環境表示を通した事業者と消費者のコミュニケ

ーションが進み、環境配慮型製品等への需要転換が促進され、循環型持続可能な社会の形成

につながることが期待されます。 
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第２章 本ガイドラインの対象・適用範囲 

 

２－１ 対象 

 

本ガイドラインは、主に自己宣言により環境表示を行う事業者及び事業者団体（以下「事

業者等」という。）を対象としており、詳細は次のとおりです。 

 

本ガイドラインの対象となる「事業者等」とは、製造事業者、輸入事業者、販売事業者及

びその事業者団体となります。 
「事業者団体」とは、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止

法」という。）第 2 条第 2 項に規定される「事業者団体」であって、構成事業者等の関係者

に対して統一の環境表示を設定している又は認証を実施している団体を指すこととします。

事業者団体は、表示により直接利益を受ける事業者が参加する組織であり、独立した第三者

2とはいえないことから、事業者等に含めるものとします。 
 
「事業者団体」 

「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の

事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む（法第二条第二項）。 

  

①二以上の事業者が社員（社員に準ずるものを含む。）である社団法人その他の社団 

②二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している財団法

人その他の財団 

③二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体 

 

具体的には、○○工業会、○○協会、○○協議会、○○組合といった団体や○○連合会とい

ったこれら団体の連合体が事業者団体に当たる。  

ここで「事業者としての共通の利益」とは、構成事業者の経済活動上の利益に直接又は間接

に寄与するものをいい、事業者個々の具体的利益であるか、業界一般の利益であるかは問わな

い。この点から、二以上の事業者の結合体であっても、事業者としての共通の利益の増進を目

的に含まない学術団体、社会事業団体、宗教団体等は事業者団体に当たらない。 

（「事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」平成 7 年 10 月。平成 22 年 1 月令和８年

１月改正） 

 
他方、行政機関や公益法人、NPO 等の第三者機関等が運営する環境表示には、エコマー

 
2 ISO では、「第三者（third party）」を「審議されている問題点に関連する当事者から独立していると認め

られる個人又は団体」（ISO/IEC ガイド 214024：19962018）と定義しています。 
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取から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルまでのすべてライフサイク

ルにわたる環境負荷を LCA の手法によって定量的に算出し、情報を開

示する制度です。なお、開示されるデータの評価は、読み手又は購買者

に委ねられています。SuMPO EPD は、製品・サービスの環境情報を LCA
（ライフサイクルアセスメント）手法を用いて定量化し、カーボンフッ

トプリントを含む、多領域での環境影響を評価します。EPD は ISO14025 
に基づき、LCA 情報に対して第三者検証を実施し、検証に合格した

製品環境情報はウェブサイト上に公開されます。EPD は、透明性・公平

性の高い環境情報として調達時の判断材料や、メーカーによる環境負荷

のより少ない製品の開発・製造等に活用されます。EPD は世界各国に存

在し、日本では 2002 年に EPD プログラム（旧エコリーフ）が発足し、

現在は SuMPO（一般社団法人サステナブル経営推進機構）により運営

されています。 
（社団法人産業環境管理協会「エコリーフ環境ラベル」http://www.ecoleaf jemai.jp/） 
（一般社団法人サステナブル経営推進機構（SuMPO）「SuMPO EPD」https://ecoleaf-label.jp/） 

 

 
 
 
  

SuMPO EPD 
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２－２ 適用範囲 

 

製品やサービス等がどのような点で環境に配慮されているのかを適切な情報提供によっ

て消費者に伝える必要がありますが、とりわけ、製品やサービス等への「表示」によって環

境配慮に係る情報を伝達することが有効な手段といえます。 
一般に「表示」とは、事業者等が製品やサービス等を購入してもらうために、その内容や

取引条件等について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。公正な競争及び一般消

費者の利益の確保を目的として定められた「不当景品類及び不当表示防止法（以下「景品表

示法」という。）」を所管していた公正取引委員会 4では、次のとおり定義しています。 
 

公正取引委員会が景品表示法第 2条第 24項で規定する表示 

景品表示法第 2 条第 24 項に規定する表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者

が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であっ

て、次に掲げるものをいう。 

一 商品、容器又は包装による広告その他の表示及びこれらに添付した物による広告その他

の表示 

二 見本、チラシ、パンフレット、説明書面その他これらに類似する物による広告その他の表

示（ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。）及び口頭による広告その他

の表示（電話によるものを含む。） 

三 ポスター、看板（プラカード及び建物又は電車、自動車等に記載されたものを含む。）、ネ

オン・サイン、アドバルーンその他これらに類似する物による広告及び陳列物又は実演

による広告 

四 新聞紙、雑誌その他の出版物、放送（有線電気通信設備又は拡声機による放送を含む。）、

映写、演劇又は電光による広告 

五 情報処理の用に供する機器による広告その他の表示（インターネット、パソコン通信等に

よるものを含む。） 

「不当景品類及び不当表示防止法第 2 条の規定により景品類及び表示を指定する件」昭和 37

年公正取引委員会告示第 3 号 

 

ただし、景品表示法では、「自己の供給する商品又は役務の取引」が対象であり、例えば、

①自己が供給を受ける商品又は役務（買入れや人材募集など）、②商品又は役務に関係のな

い広告（株主に発するもの、商品又は役務とは関係がない企業としての広告）は対象とはな

っていません。 

また、「環境表示」とは、製品の原料採取から製造、流通、使用、リサイクル・廃棄の段

階において、環境に配慮した点や環境負荷低減効果等の特徴を説明したものをいい、説明文

やシンボルマーク、図表などを用いて行われています。環境表示には「環境ラベル」及び「宣

 
4 平成 21 年 9 月より景品表示法は消費者庁へ移管されました。 
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ISO/JIS Q 14021（以下「タイプⅡ規格自己宣言による環境主張」という。）は、事業者

等が製品やサービス等の環境側面に関する情報を、自らの責任において宣言する場合の国

際規格であり、現在、市場にはタイプⅡ規格 ISO/JIS Q 14021 に準拠した該当する環境表

示が数多く存在しています。 
タイプⅡ環境ラベル表示自己宣言による環境主張は、第三者による認証を受ける必要が

ありません。主張内容はすべて事業者等の判断に委ねられているため、環境情報の信頼性及

び透明性の確保等が重要となります。しかし、現実には市場に出回る製品やサービス等の中

には、タイプⅡ規格「ISO/JIS Q 14021 規格に準拠」と謳っているにも関わらず、要求事項

に準拠適合しない環境表示も数多く見受けられます。これは規格自体の存在が知られてい

ない、あるいは、規格に準拠することが望ましいものの、必ずしも従う義務必要はないもの

と認識されている場合もあり、このことも積極的に取り組まれない一因となっているもの

と考えられます。 

環境表示は、環境配慮型製品等の購入を希望する消費者に対し、直接的な判断材料を示す

ものであるため、その意義と責任は大きく、少なくとも共通のルールを共有していることが

重要です。また、今後、我が国の環境対策技術・製品等を国内外へ広く普及し、世界全体の

環境負荷低減に寄与するためには、環境表示に関しても、必然的に国際規格に準拠すること

が重要となります。したがって、自己宣言による環境表示を行うすべての事業者等は、国際

規格である ISO/JIS Q 14020（一般原則）及び ISO/JIS Q 14021（自己宣言による環境主

張）に準拠した表示を行うことが望まれます。 
なお、我が国における環境ラベル及び宣言のうち、タイプⅠ環境エコラベル表示（ISO/JIS 

Q140254）及びタイプⅢ環境宣言（ISO/JIS Q 14025）については、第三者機関がそれぞれ

の国際規格に基づく認証プログラムにより運営していることから、本ガイドラインにおい

ては、主に自己宣言による環境表示主張（ISO/JIS Q 14021）について、その要求事項の説

明を行うこととします。 
 
 
 
３－２ 自己宣言による環境表示の要求事項 

 

本ガイドラインでは、原則として自己宣言による環境表示は、国際規格であるタイプⅡ

ISO/JIS Q 14021 規格に準拠することを求めています。 

現段階においてタイプⅡISO/JIS Q 14021 規格に準拠していない環境表示を行っている

事業者等は、可能な限り早期に、本ガイドラインを参考として、タイプⅡISO/JIS Q 14021
規格の要求事項を満たした環境表示となるよう、着実な取組を進めることが求められます。 

以下では、JIS Q 14021 の内容を引用しながら、環境表示を行う場合の必要条件について説

明します。なお、詳細については、必ず JIS Q 14021 を確認するようにしてください。 
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（１）タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の構成 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格は、下記の構成となっています。 

 
０ 序文 
１ 適用範囲 
２ 引用規格 
３ 用語及び定義 
４ 自己宣言による環境主張の目的 
５ 一般事項 
６ 評価及び検証に関する要求事項 
７ 選定された主張に対する特定の要求事項 

 
この規格の「0．序文」には、自己宣言における環境主張においては、信頼性の確保が不

可欠であること、信頼性できない欺瞞的な環境主張から起こり得る貿易障壁、不公正な競争

などの市場への悪影響を避けるため、検証が適切に行われることが重要であり、環境主張を

行う場合に使用する評価方法は、明確で透明性があり、科学的に適切であり、文書化されて

いなければならないと記載されています。 
 
また、「1．適用範囲」においては、タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の適用範囲について、

次のとおり記載されています。 
 

1．適用範囲 この規格は、説明文 8、シンボル及び図を含む自己宣言による製品 9の環境

主張に対する要件について規定する。この規格は、更に環境主張に共通して用いられる中

から選択された用語について規定するとともに、その用語の使用上の限定条件を規定す

る。また、この規格は、自己宣言による環境主張に関する一般的な評価及び検証方法並び

にこの規格において選択された主張に関し、特定の評価及び検証方法について規定する。 

この規格は、法的に要求される環境情報、主張、ラベル、その他適用される法的要求事

項を排除し、それらに優先するなど、いかなる変更をも行うものではない。 

 
さらに、「4．自己宣言による環境主張の目的」においては、環境ラベル及び宣言が全体と

して目指すところについて、次のとおり記載されています。 
なお、「自己宣言による環境主張」とは、製造業者、輸入業者、流通業者、小売業者、そ

 
8 「説明文」とは、環境主張を、製品購入者、潜在購入者及び使用者が正しく理解できるようにするため

に、必要とされる又は提供された説明（JIS Q 14021 3.1.6） 
9 「製品」とは、すべての製品又はサービス（JIS Q 14021 3.1.11） 
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の他環境主張によって利益を得ることができるすべての人が行う、独立した第三者の認証

を必要としない環境主張（ISO/JIS Q 14021 3.1.13）と定義されています。 
 

4．自己宣言による環境主張の目的 環境ラベル及び宣言が全体として目指すところは、

製品の環境側面に関して、検証可能で、正確で、誤解を招かない情報のコミュニケーショ

ンを通して、環境負荷の少ない製品の需要と供給とを促進し、それによって市場主導の継

続的な環境改善の可能性を喚起することである。 

この規格の目的は、自己宣言による環境主張の方法について、調和を図ることであり、

次の便益が期待される。 

a) 誤解を与えない正確で検証可能な環境主張 

b) 市場力によって製造工程及び製品における環境の改善を促進する可能性の強化 

c) 正当性のない主張の防止又は最少化 

d) 市場混乱の削減 

e) 国際貿易の促進、並びに 

f) 製品購入者、潜在購入者及び使用者のためのより多くの情報に基づく選択の機会増大 

 
 

（２）タイプⅡ規格の要求事項本ガイドラインで定める５つの基本項目 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格では、「5．一般事項」に、当該規格が主張者の自己宣言に

よるいかなる環境主張にも適用されることを規定しています。また、特定の選定された主張

（コンポスト化可能、分解可能、リサイクル可能など）である場合も、この要求事項が適用

されます。 
なお、「特定の用語を用いた主張を行う場合」及び「特定のシンボル（メビウスループ）」

を使用する場合の要求事項については、（３）において後述します。 
 
本ガイドラインでは、タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の要求事項について、自己宣言によ

る環境主張を行う事業者等に対し、大きく下記の 5 つを基本項目として定めています。 
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【５つの基本項目】 

 

① あいまいな表現や環境主張は行わないこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 環境主張の内容に説明文を付けること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 製品のライフサイクル全体を考慮すること 
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④ 環境主張の検証に必要なデータ及び評価方法が提供可能で、情報にアクセスが可能であ

ること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 製品又は工程における比較主張は LCA評価、数値等により適切になされていること 

評価及び検証のための情報にアクセスが可能であること 

 

 
以下に、各基本項目の内容について記載します。 

 
（３）ISO/JIS Q 14021 規格の特定の要求事項 

 
① あいまいな表現や環境主張は行わないこと 

 

a. 自己宣言による環境主張に使用できない表現 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 5.3）では、「『環境に安全』『環境にやさし

い』『地球にやさしい』『無公害』『グリーン』『自然にやさしい』『オゾンにやさしい』など

のあいまいな表現によって、環境への配慮を大まかにほのめかす主張をしてはならない」と

されています。このような漠然とした主張、あるいは美しい自然の映像やデザイン、シンボ

ルマークなどを使用すると、消費者にあたかも環境に配慮したものであるかのような印象
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を与える可能性があります。したがって、あいまいな表現や環境主張は行わないことが求め

られます。 
 

環境に安全 

環境にやさしい 

地球にやさしい 

無公害 

グリーン 

自然にやさしい 

オゾンにやさしい 

持続可能 

〇〇を含まない（特定の物質の量が、広く認められた微量の混入物質又はバック

グラウンドレベルを超えない場合にのみ使用可） 

注）上記は例示であり、これらに相当する表現も使用を避ける必要があります。 

 
 
b. 特定の用語を用いた主張 

 
ISO 14021:1999/Amd.1:2011「7. 選定された主張に対する特定の要求事項」では、一般的に

広く環境表示に用いられている次の 16 の用語について、その解釈や使用する際の条件等を

定義しています 10。主張に当たって、これらの用語を使用する場合は、ISO/JIS Q 14021 7. の

要求事項を参照し、情報の受け手に誤解を与えないように使用する必要があります。  

 

1. コンポスト（堆肥）化可能（Compostable）  

2. 分解可能（Degradable）  

3. 解体容易設計（Designed for disassembly）  

4. 長寿命化製品（Extended life product）  

5. 回収エネルギー（Recovered energy）  

6. リサイクル可能（Recyclable）  

 
10 ISO 14021:1999/Amd.1:2011「3.用語及び定義」では、新たに以下の用語について定義しています

（本改定は JIS Q 14021 には未反映）。 1.バイオマス biomass、 2.温室効果ガス green house 
gas/GHG、3.オフセット offsetting 、4.持続可能な開発 sustainable development 
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7. リサイクル材料含有率（Recycled content）  

8. 省エネルギー（Reduced energy consumption）  

9. 省資源（Reduced resource use）  

10. 節水（Reduced water consumption）  

11. 再使用可能及び詰替え可能（Reusable and refillable）  

12. 廃棄物削減（Waste reduction）  

13. 再生可能材料（Renewable Material）  

14. 再生可能エネルギー（Renewable Energy）  

15. 持続可能（Sustainable）  

16. 温室効果ガス排出に関する主張（Claims relating to greenhouse gas emissions）  

 

以下では、「2. 分解可能（Degradable）」を例に説明します。  

「分解可能」には、生分解性や光分解性などを含む、すべての種類の「分解」を主張する

場合に適用されます。例えば、ある製品について、焼却などの廃棄物処理をしなくても、土

の中などに埋め、一定の期間が経てば、微生物などによって自然に分解されることを示す主

張があります。タイプⅡ規格では、実際に特定の試験方法によって「分解」されることが実

証されている場合でも、分解のプロセスを通じて環境に有害な濃度の物質が排出される場

合は、この主張を行うことはできません。 

なお、「16．温室効果ガス排出に関する主張（Claims relating to greenhouse gas emissions）」

のうち、カーボンフットプリント（CFP）の主張については、ISO/JIS Q 14021 規格ではなく、

カーボンフットプリント表示ガイド（2025 年 2 月、環境省・経済産業省）や ISO1406711に

準拠する必要があります。同様に、カーボン・オフセットの主張も「我が国におけるカーボ

ン・オフセットのあり方について（指針） －第 4 版－（2024 年 3 月 6 日環境省）」及び

「カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0（2024 年 3 月 6 日、環境省）」や ISO 14068-

112などの適切な ISO 規格に従って表示することが必要です。 

 

 
11 ライフサイクルアセスメント (LCA) の国際規格 (ISO 14040、ISO 14044) に準拠した方法で、製品の

CFP を定量化して報告するための原則、要件、ガイドラインを規定した国際規格。CFP 算定の際のカーボ

ン・オフセットの使用は認められていない。 
12 カーボン・ニュートラルの達成と実証のための原則、要件、およびガイダンスを提供する国際規格。

カーボン・ニュートラルを達成するためにカーボン・オフセットが必要な場合、オフセットに使用される

カーボン・クレジットは、カーボン・ニュートラル経営計画に沿って GHG 排出削減および GHG 除去強

化が行われた後にのみ使用でき、かつ、特定の要件を満たす必要があるとしている。 
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削減が困難な部分の排出量について、カーボン・クレジット等により、その排出量の全部

又は一部を埋め合わせること、すなわち『知って、減らして、オフセット』の取組をいい

ます。 
環境省は、信頼性の高いカーボン・オ

フセットの取組を実施する上で必要な

基本的な考え方や手続きについて説明

し、それらに則ったカーボン・オフセッ

トの取組を推奨する「我が国における

カーボン・オフセットのあり方につい

て（指針）－第 4 版－」（以下、「オフ

セット指針」といいます。）及び「カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0」を公表し

ています。オフセット指針では、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を構築する

上で次の六つの事項が重要であるとしており、カーボン・オフセットの主張は、これらの

事項に沿って実施することが望まれます。 
 
【オフセット指針】 

1. カーボン・オフセットの対象となる活動に伴う排出量を一定の精度で算定する必要がある

こと 
2. カーボン・オフセットが、自ら排出削減を行わないことの正当化に利用されるべきではな

いこと  
3. カーボン・オフセットに用いられるクレジットを生み出すプロジェクトの排出削減・除去

の確実性・永続性の確保及び排出削減・除去量が一定の精度で算定される必要があること  
4. カーボン・オフセットに用いられるクレジットを創出するプロジェクトの二重登録、実現

された削減・除去量に対するクレジットの二重発行及び同一のクレジットが複数のカーボ

ン・オフセットの取組に用いられることを回避する必要があること  
5. カーボン・オフセットの取組について適切な情報提供を行う必要があること 
6. オフセット・プロバイダーの活動の透明性を確保する必要があること 

 
 
 ►「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針）－第 4 版－」  

https://www.env.go.jp/content/000207718.pdf 
 ►「カーボン・オフセット ガイドライン Ver.3.0」 https://www.env.go.jp/content/000209289.pdf 
 

 
 
② 環境主張の内容に説明文を付けること 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 5.6）では、「自己宣言による環境主張は、

主張だけでは誤解を招くおそれがある場合、説明文を付けなければならない。（予測できる

すべての状況において限定条件なしに有効である場合に限り、説明文なしに主張を行って

よい。）」としています。また、説明文の使用に当たっては、特定の要求事項（JIS Q 14021 
5.7）のすべてに従うこととされています。 

多くの場合、製品ラベル等の表示スペースは限られますので、二次元コードなどにより消

費者が詳細情報に容易にアクセスできるようにすることも可能です。 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 5.7）の環境主張に係る説明文の要求事項

 カーボン・オフセットの概念図 
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は、次のとおりです。 
 

5.7 特定の要求事項 

a) 正確で、誤解を与えないものでなければならない。 

b) 実証されていて、検証可能でなければならない。 

c) 該当する製品に妥当なものでなければならず、適切な状況又は条件下に限って用いら

れなければならない。 

d) 主張は、製品全体に対するものか、又は単に製品の部品若しくは包装にだけか、サー

ビスの要素に対するものか、を明確に提示しなければならない。 

e) 主張する環境側面又は環境改善に関して具体的でなければならない。 

f) 一つの環境変化に対して幾つもの便益があるかのごとく、異なった用語を用いて繰り

返し同じことを述べてはならない。 

g) 誤解を生じるおそれがあってはならない。 

h) 最終製品に関して真実であるだけでなく、一つの環境影響を減少させる過程で、他の

環境影響を増大させる可能性があることを認識できるように、製品のライフサイクル

における、関連する側面のすべてを考慮したものでなければならない。 

備考：これは必ずしもライフサイクルアセスメントを実施するものであるという意味では

ない。 

i) 製品が、独立した第三者機関によって保証又は証明されていないにもかかわらず、そ

のことをほのめかすような表現をしてはならない。 

j) 明示的か暗示的かにかかわらず、存在しない環境改善を示唆してはならない。また、

主張に関連する製品の環境側面を誇張してはならない。 

k) 表現上は真実である主張であっても、関係する事実を省略することによって、購入者

が誤解するか又は誤解しやすいものであれば、これを行ってはならない。 

l) 製品の耐用年数内に実現するか、又はおそらく実現するであろう環境側面にだけ関連

するものとしなければならない。 

m) 環境主張及び説明文は、一緒に読まれるように明確に提示しなければならない。説明

文は、適切な大きさで、かつ、環境主張に隣接していなければならない。 

n) 環境面での優越又は改善を比較した主張がなされる場合は、具体的で、かつ、比較の

根拠を明らかにしなければならない。特に、環境主張は、最近改善がどの程度行われた

かの観点から妥当なものでなければならない。 

o) もし、過去から存在し、以前には公表していなかった側面に基づくものであるならば、

最近の製品又は工程の改善に基づき主張を行っていると、購入者、潜在購入者又は使

用者を信じさせるような表現をしてはならない。 

p) その分類の製品では決して含まれていることのない成分又は特性が存在しないことを

根拠として、主張を行ってはならない。 

q) 主張の正確さに変更をもたらすような技術、競合製品、その他の状況の変化を反映す

るように、必要に応じて再評価し、更新しなければならない。 
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１．提出資料（景品表示法第７条第２項に基づく提出資料のこと。以下同じ。）が客観的に実

証された内容のものであること(次のいずれかに該当するものです。)。 

・試験・調査によって得られた結果 
・専門家、専門家団体若しくは専門機関の見解又は学術文献 
 
２．表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること 
 

なお、この 2 つの要件の具体的な考え方は、「不当景品類及び不当表示防止法第 7 条第 2
項の運用指針」において詳細に示されています。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/guideline/pdf/100121premiums_34.pdf 
 

 
 
c) 該当する製品に妥当なものでなければならず、適切な状況又は条件下に限って用いられ

なければならない 
主張が適切な状況において使用されなければならないという点について、例えば、ダス

トブロワーについて「フロンを含まない」と表示することは、必ずしも適切ではないとい

えます。CFC は、現在ではすべての消費財について使用を禁止されていますが、そのこと

を知らない消費者にとって、これらの主張は、その製品があたかも特別な環境配慮を行っ

ているかのような印象を与えるおそれがあるからです。法律で使用が禁止された物質を含

んでいないことを主張する場合は、誤解を招かないために、消費者の法律知識を考慮して、

使用が禁止されていることについても、併せて表示する必要があります。 
 
d) 主張は、製品全体に対するものか、又は単に製品の部品若しくは包装にだけか、サービ

スの要素に対するものか、を明確に提示しなければならない 
完成品と部品など、製品のいずれの部分に適用されるものかを限定している例として、「ご

使用済みの○○プリンタ用インクカートリッジは、回収協力店のマークのある販売店もし

くは○○サービスセンターにお持ちください。環境保護にご協力をお願いします」。とい

った表示は、リサイクルの対象が、製品本体ではなく、カートリッジであることを限定し

ており、正確な表示であるといえます。商品の素材の一部が環境負荷低減効果を有してい

ても、商品全体の環境負荷低減効果が不明である場合は不適切です。公正取引委員会では、

「環境保全効果に関する広告表示の内容が、包装等の商品の一部に係るものなのか又は商

品全体に係るものなのか、一般消費者に誤解されることなく、明確にわかるように表示す

ることが必要である」と、定義いう考え方を示しています。 
 
h) 最終製品に関して真実であるだけでなく、一つの環境影響を減少させる過程で、他の環

境影響を増大させる可能性があることを認識できるように、製品のライフサイクルにお

ける、関連する側面のすべてを考慮したものでなければならない。 
備考：これは必ずしもライフサイクルアセスメントを実施するものであるという意味ではな

い。 

最終製品のみに適用される環境主張ではなく、製品やサービスのライフサイクルを総合
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的かつ定量的に評価し、環境負荷の改善程度や優位性を判断した表示であることが必要で

す。この場合、一つの環境影響を減少させる過程で、他の環境影響を増大させる（トレー

ドオフ 14）可能性があるため、ライフサイクル全体でトレードオフのないことを確認する

ことが望ましく、特定のライフサイクルの段階で、環境負荷が低減できたことだけを誇張

して主張することは不適切です。本項の解説は、25 ページの③に掲載しています。 
 
i) 製品が、独立した第三者機関によって保証又は証明されていないにもかかわらず、そのこ

とをほのめかすような表現をしてはならない 
第三者機関による認定あるいは推奨を表示するマークとして、例えば日本環境協会が認

定するエコマークは、地球をイメージした絵柄が示されていますが、事業者等の独自の環

境ラベル等には、デザイン上、類似したものも存在します。消費者が、事業者等の独自ラ

ベル等を第三者機関による認定・推奨の環境ラベル等と混同あるいは誤解しないようにす

るためには、事業者等の独自ラベル等に付随して、当該ラベル等の表示主体（事業者名、

団体名）を付記することが望ましいといえます。 
 
j) 明示的か暗示的かにかかわらず、存在しない環境改善を示唆してはならない。また、主張

に関連する製品の環境側面を誇張してはならない 
存在しない環境改善を示唆する例として、シャンプーの容器ボトルに、「プラスチック

廃棄物を削減し、より環境に貢献します」との表示と、ボトルを押しつぶして小さくする

ことが可能であることを表示する記号が付いている例がありますが、ライフサイクルを通

じた環境影響から見て、容器を押しつぶすことによる環境効果は非常に小さいことから、 
環境効果の誇張に該当するといえます。 

 
k) 表現上は真実である主張であっても、関係する事実を省略することによって、購入者が

誤解するか又は誤解しやすいものであれば、これを行ってはならない 
関連する事実の除外により誤解を招く表示としては、例えば、製品の一部分は環境負荷

低減効果を有しているが、製品の他の部分が環境負荷をもっているような製品について、

環境負荷低減効果を主張する際、他の部分がもたらす環境負荷を十分に説明していない場

合に、問題となることが多くあります。例えば、特殊触媒をコーティングした自動車のラ

ジエターが有害オゾンを無害化するといった広告は、車両の排気ガスに伴う NOx 等によ

る大気汚染や CO2 の排出の影響を差し引いていない、車両全体としての効果を示してい

るものではないといった理由で、不適切であるといえます。 
 
n) 環境面での優越又は改善を比較した主張がなされる場合は、具体的で、かつ、比較の根

 
14 ある側面では A が B に比べて優れるが、別の側面では B が A に優れる、というような関係のこと。例

えば、比較対象と比べて大気汚染物質である窒素酸化物の排出量が小さいものの、地球温暖化の原因物質

である二酸化炭素の排出量は大きいというような異なる環境負荷項目間のトレードオフ 
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備考：これは必ずしもライフサイクルアセスメントを実施するものであるという意味ではな

い。 

 

最終製品のみに適用される環境主張ではなく、製品やサービスのライフサイクルを総

合的かつ定量的に評価し、環境負荷の改善程度や優位性を判断した表示であることが必要

です。この場合、一つの環境影響を減少させる過程で、他の環境影響を増大させる（トレ

ードオフ 15）可能性があるため、ライフサイクル全体でトレードオフのないことを確認す

ることが望ましく、特定のライフサイクルの段階で、環境負荷が低減できたことだけを誇

張して主張することは不適切です。 
具体的には、以下のような観点から製品ライフサイクルを考慮することが望ましいと

いえます。 
 

 全ての環境側面や環境影響を考慮し、負のトレードオフを特定する 
資源採取から製造、使用、廃棄・リサイクルに至る「ゆりかごから墓場まで」の全

段階を考えて、環境パフォーマンスを評価する必要があります。 
主張しようとする環境改善が、製品のライフサイクルの他の段階や環境側面におい

て、重大な負のトレードオフをもたらさないか検討します。例えば、リサイクル材

料含有率が高いことだけを強調し、そのために原材料の使用量が従来よりも増えて

しまっているといったケースや、CFP（温室効果ガス排出量）は小さいが、生物多

様性に重大なインパクトを与えるといったケースが考えられます。負のトレードオ

フが特定された場合は、その事実も隠さずに表示する、あるいは軽減対策を講じる

ことが求められます。 
 

 製品ライフサイクルの観点から見て、重要な環境パフォーマンスを主張する 
主張しようとする環境パフォーマンスによる環境改善よりも、悪影響のほうが明ら

かに大きいといったことがないようにする必要があります。例えば、リサイクル材

料含有率が高いことだけを強調し、人の健康や環境に深刻な影響を与える有害化学

物質を多く使用していることを隠すといった場合が考えられます。 
また、主張が製品の特定の部位（部品等）に基づく場合、主張がどの部位を指して

いるか明確にする必要がありますが、製品に対する重量比または、面積比でごく小

さな部位の環境負荷の改善や優位性のみに関係しているにもかかわらず、製品また

は事業の全体について環境主張を行うことは、適切とはいえません。例えば、製品

重量の 1％にも満たないリサイクル部品の使用を誇張して主張するといった場合が

考えられます。 
 

 
15 ある側面では A が B に比べて優れるが、別の側面では B が A に優れる、というような関係のこと。例

えば、比較対象と比べて大気汚染物質である窒素酸化物の排出量が小さいものの、地球温暖化の原因物質

である二酸化炭素の排出量は大きいというような異なる環境負荷項目間のトレードオフ 
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なお、特定のライフサイクルの段階で、環境負荷が低減できたことについて最終製品に

表示する場合（例：衣服の糸や生地等の中間品のみが認証されている場合）は、ライフサ

イクル全体が環境に配慮されていると消費者に誤解を与えないために、主張の範囲を明確

にする必要があります。 
 
③④ 環境主張の検証に必要なデータ及び評価方法が提供可能で、情報にアクセスが可

能であること 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 6）において、評価及び検証に関する要求

事項が定められています。主張を作成する以前に主張内容が実証され、それを検証するため

の評価方法が準備されていること、評価は完全に文書化すること、及びその文書は情報公開

の対象であることなどが規定されています。 
6.1 では、「主張者は、自己宣言による環境主張の検証に必要なデータの評価及び提供に

責任をもたなければならない」とされています。さらに、評価方法の信頼性に関して主張者

に要求される事項は、次のとおりです。 
 

6.2 評価方法の信頼性 

6.2.1 下記の主張に先立って、主張を検証するために必要な信頼性があり再現可能な結

果を得るため、評価手段を準備しなければならない。 

6.2.2 評価は、完全に文書化しなければならない。その文書は、製品が市場で売られてい

る期間及びその後製品の寿命を考慮した合理的な期間、6.5.2 に示されている情報公開

の目的のため、主張者が保持しなければならない。 

 
また、ISO/JIS Q 14021 規格（6.5）では、情報へのアクセスについて次のとおり定めて

います。評価及び検証を行うためには、企業秘密情報を要せずに検証可能であり、主張の検

証を求める人の要求に応じて、情報を公開することが規定されています。 
また、二次元コードなどを用いて、消費者が詳細情報に容易にアクセスできるようにする

ことも大切です。 
検証は、別に定めがある場合を除き、原則として、自主的取組による方法で足りますが、

費用便益の妥当性を考慮したうえで、主張（例：古紙パルプ配合率 70%）と同等以上の基準

を設定している第三者認証制度（日本環境協会が運営する「エコマーク」など）や、外部機

関による検証を活用することもできます。 
 

6.5 情報へのアクセス 

6.5.1 自己宣言による環境主張は、企業秘密情報を要せずに検証可能である場合だけ検

証可能と見なされる。企業秘密情報によってだけ検証可能であるときは、主張を行っ
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てはならない。 

6.5.2 主張者は、環境主張を検証するために必要な情報を自発的に公開することができ

る。公開しない場合には、主張の検証を求める何人に対しても求めに応じ、（管理費に

相当する）合理的な費用、時間、場所で、主張を検証するために必要な情報を公開し

なければならない。 

6.5.3 6.2 に基づいて文書化され保管されるよう要求される最小限の情報は、次のものを

含まなければならない。 

a) 使用した規格又は方法を特定するもの。 

b) 最終製品の試験では、主張の検証が不可能である場合は文書化された証拠。 

c) 主張の検証のために必要なときは、試験の結果。 

d) 独立した機関によって試験を行った場合は、その機関の名称と所在地。 

e) 主張が、5.7h)及び 5.7r)の要求事項に合致している証拠。 

f) 自己宣言による環境主張が、他の製品及び採用した前提条件との比較を含むときは、

これら製品の試験に用いた方法の記述及びその結果。 

備考：5.7 に、比較主張のためのさらなる要求事項を規定する。 

g) 自己宣言による環境主張における主張者の評価が、製品が市場で売られている期間及

びそれ以降製品の寿命を考慮した合理的な期間にわたり継続的に正確であることを保

証する証拠。 

 
 
【推奨事項】 
 
環境表示に関する情報開示 
 
環境表示を行っている事業者等の中には、ウェブサイト等において環境表示の根拠とな

るデータの公表や、ISO/JIS Q 14021 規格に準拠した環境表示を行っていることを示すとと

もに、その基準等を自主的に公開している例もみられます。 

事業者等は、消費者をはじめとする多様な利害関係者（ステークホルダー）に対し、説明

責任を果たすとともに、情報の信頼性及び透明性を確保しなければなりません。 

また、環境コミュニケーションを充実させるためにも、具体的な自主基準の内容や根拠と

なるデータの開示を行い、詳細かつ一般消費者にもわかり易く説明することが望ましいと

いえます。 

 
 
④⑤ 製品又は工程における比較主張は LCA 評価、数値等により適切になされているこ

と 

 
比較主張を行う場合、「公表された規格又は承認されている試験方法を用い、現在又は最
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近同じ市場にあって、同一又は他の生産者が提供する類似の機能をもつ比較可能な製品に

対してだけ比較する」とされています。また、比較に当たって用いる規格又は試験方法につ

いては、タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 6.4）において優先順位を定めてい

ます。 
 
 
Ａ 製品又は工程に係る評価 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 6.3.1）では、比較主張を行う場合の要求

事項として、次の項目を定めています。 
 

6.3.1 比較主張は、次の一つ以上のものに対する評価でなければならない。 

a) 組織自身の以前の工程 

b) 組織自身の以前の製品 

c) 他の組織の工程 

d) 他の組織の製品 

 
Ｂ LCA評価製品のライフサイクルでの環境側面による比較主張 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 6.3.2）では、製品のライフサイクルにお

ける環境側面に関する比較主張について、次のとおり定めています。 
 

6.3.2 製品のライフサイクルでの環境側面に関する比較主張は、次のとおりでなければ

ならない。 

a) 同じ測定単位を用いて数値化し、計算し、 

b) 同じ機能単位に基づき、 

c) 適切な期間にわたり、典型的には 12 ヶ月で、計算しなければならない。 

 
【推奨事項 16】 

 
国際規格に即した LCA 評価 
 
ライフサイクルアセスメント（LCA）の国際規格として、ISO/JIS Q 14040（原則及び枠

組み）及び ISO/JIS Q 14044（要求事項及び指針）が定められていることから、LCA 評価

による比較主張を実施する場合は、当該規格を参考とし、適切な評価を行うことが望ましい

 
16 本ガイドラインにおいては、項目によっては、タイプⅡ規格の要求事項に加え、より望ましい環境表

示への取組として「推奨事項」を設定している場合があります。 
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といえます。 
 
Ｃ 数値等による比較主張 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 6.3.3）では、数値による比較主張等を行

う場合の要求事項を次のとおり定めています。 
 

6.3.3 比較主張は、次によって行ってよい。 

a) 百分率による。この場合、百分率の絶対値の差で表すことが望ましい。 

b) （測定された）絶対値による。この場合、絶対値は相対的な改善として表すことが望

ましい。 

6.3.4 相対値による主張と絶対値による主張とは、混乱を招く危険がある。絶対値による

差の主張と相対値による差の主張とは、明確に区別することが望ましい。 

6.3.5 製品に関係する改善と包装に関係する改善とは、別個に主張しなければならず、合

計してはならない。 

 
Ｄ 評価及び主張の検証方法の優先順位 

 
タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格（JIS Q 14021 6.4）では、評価及び主張の検証方法の優

先順位を次のとおり定めています。 
 

6.4 評価及び主張の検証の方法の優先順位は、 

国際規格 

国際的に受入可能で承認された規格（地域又は国内の規格を含む） 

ピアレビューされた産業又は通商上の方法 

の順とする。既存の方法がなく、主張者が方法を制定した場合は、6．に規定する他の要

求事項を満足し、かつピアレビューが可能でなければならない。 

 
⑤ 評価及び検証のための情報へのアクセスが可能であること 

 
タイプⅡ規格（JIS Q 14021 6.5）では、情報へのアクセスについて次のとおり定めてい

ます。評価及び検証を行うためには、企業秘密情報を要せずに検証可能であり、主張の検証

を求める人の要求に応じて、情報を公開することが規定されています。 
 

6.5 情報へのアクセス 

6.5.1 自己宣言による環境主張は、企業秘密情報を要せずに検証可能である場合だけ検

証可能と見なされる。企業秘密情報によってだけ検証可能であるときは、主張を行っ
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てはならない。 

6.5.2 主張者は、環境主張を検証するために必要な情報を自発的に公開することができ

る。公開しない場合には、主張の検証を求める何人に対しても求めに応じ、（管理費に

相当する）合理的な費用、時間、場所で、主張を検証するために必要な情報を公開し

なければならない。 

6.5.3 6.2 に基づいて文書化され保管されるよう要求される最小限の情報は、次のものを

含まなければならない。 

a) 使用した規格又は方法を特定するもの。 

b) 最終製品の試験では、主張の検証が不可能である場合は文書化された証拠。 

c) 主張の検証のために必要なときは、試験の結果。 

d) 独立した機関によって試験を行った場合は、その機関の名称と所在地。 

e) 主張が、5.7h)及び 5.7r)の要求事項に合致している証拠。 

f) 自己宣言による環境主張が、他の製品及び採用した前提条件との比較を含むときは、

これら製品の試験に用いた方法の記述及びその結果。 

備考：5.7 に、比較主張のためのさらなる要求事項を規定する。 

g) 自己宣言による環境主張における主張者の評価が、製品が市場で売られている期間及

びそれ以降製品の寿命を考慮した合理的な期間にわたり継続的に正確であることを保

証する証拠。 

 
【推奨事項】 

環境表示に関する情報開示 

 
環境表示を行っている事業者等の中には、ウェブサイト等において環境表示の根拠とな

るデータの公表や、タイプⅡ規格に準拠した環境表示を行っていることを示すとともに、そ

の基準等を自主的に公開している例もみられます。 
事業者等は、消費者をはじめとする多様な利害関係者（ステークホルダー）に対し、説明

責任を果たすとともに、情報の信頼性及び透明性を確保しなければなりません。 
また、環境コミュニケーションを充実させるためにも、具体的な自主基準の内容や根拠とな

るデータの開示を行い、詳細かつ一般消費者にもわかり易く説明することが望ましいとい

えます。 
 
（３４）タイプⅡ規格の特定のシンボルの使用に関する要求事項 

 
① シンボルの使用 

 
事業者の環境配慮への姿勢を情報発信する目的や製品やサービス等に対する自主基準を

クリアしていることを示す等のためにシンボルマークを用いる場合について、タイプⅡ

ISO/JIS Q 14021 規格では、その使用方法について次のとおり規定しています。 
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この場合、シンボルマークが事業者等の環境配慮への姿勢を示すものなのか、また、事業

者等が独自に設定した基準に適合した製品やサービス等にのみ添付するものなのかを明確

にする必要があります。 
 
 

5.8 環境主張をする際のシンボルの使用 

5.8.1 自己宣言による環境主張をする場合、シンボルを使用するか否かは任意である。 

5.8.2 環境主張のために使用するシンボルは、単純で容易に複製でき、シンボルが適用さ

れる製品に適した位置に付けられ、適切な大きさであることが望ましい。 

5.8.3 ある環境主張に使用できるシンボルは、他の環境主張のためのシンボルを含む他

のシンボルと容易に区別できることが望ましい。 

5.8.4 環境マネジメントシステムの実施を表明することに使用するシンボルは、製品の

環境側面を示すシンボルであると誤解されるような方法で使用してはならない。 

5.8.5 自然物は、主張する便益との間に直接的、かつ、検証可能なつながりがある場合に

限り使用できる。 

備考  競合製品は、同じ環境側面の表示に同じシンボルを使用することによって、様々な利点

が得られる。新しいシンボルを制定する場合、主張者は他者と矛盾しない方法をとり、他

者が同じ環境側面を表示するのに同じシンボルを使用することを妨げないことが望まし

い。新しいシンボルを選択する場合には、第三者の知的所有権（例えば、登録意匠権）を

侵害しないよう十分考慮するのが望ましい。 

5.9 その他の情報又は主張 

5.9.1 材料表示、処分に関する指示、有害性の警告などの情報を伝えるため、言葉、数字

又はシンボルを、環境シンボルとともに用いてもよい。 

5.9.2 環境主張ではない目的に用いる言葉、数字又はシンボルは、環境主張を行っている

と誤解を与えるような方法で用いてはならない。 

 
上記のうち、5.8.4 及び 5.8.5 について、以下に解説します。 

 
5.8.4 環境マネジメントシステムの実施を表明することに使用するシンボルは、製品の環

境側面を示すシンボルであると誤解されるような方法で使用してはならない 

環境マネジメントシステムの実施など、事業者全体としての取組について、製品やサー

ビスそのものに直接関係していない場合、シンボルマークが示す意味を明確に定義し、誤

解されることのない方法で使用することが必要です。 
 

5.8.5 自然物は、主張する便益との間に直接的、かつ、検証可能なつながりがある場合に

限り使用できる 
動植物等の自然物や地球をシンボルマークのように用いたデザインは、それが環境表示、

とりわけ環境ラベルなのか否かの区別がつけにくく、消費者を混乱させる可能性が高いと
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1. コンポスト（堆肥）化可能（Compostable） 

2. 分解可能（Degradable） 

3. 解体容易設計（Designed for disassembly） 

4. 長寿命化製品（Extended life product） 

5. 回収エネルギー（Recovered energy） 

6. リサイクル可能（Recyclable） 

7. リサイクル材料含有率（Recycled content） 

8. 省エネルギー（Reduced energy consumption） 

9. 省資源（Reduced resource use） 

10. 節水（Reduced water consumption） 

11. 再使用可能及び詰替え可能（Reusable and refillable） 

12. 廃棄物削減（Waste reduction） 

13. 再生可能材料（Renewable Material） 

14. 再生可能エネルギー（Renewable Energy） 

15. 持続可能（Sustainable） 

16. 温室効果ガス排出に関する主張（Claims relating to greenhouse gas emissions） 

 

 

（４５）企業姿勢、イメージ広告、銘柄名等に対する要求事項 

 
本ガイドラインにおいては、事業者の商品又は役務の取引に直接的な関係のない環境表

示も対象としています。公正取引委員会は、「環境保全に配慮していることを示す広告表示

の留意事項」（公正取引委員会、2001）において、「表示」とは、不当景品類および不当表示

防止法にもとづき、製品名、銘柄名も表示に含めて規制するという方針とされています。こ

のため、製品等に直接関連しない企業姿勢やイメージ広告、銘柄名、ブランド名（製品名及

びシリーズ名、企業名）に関する環境表示については、タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格を踏

まえ、次の要求事項に従った環境表示を行うことが求められます。 
 

① JIS Q 14021 の 5.2 から 5.6 の要求事項をすべて満たすこと 
② JIS Q 14021 の 5.8（環境主張をする際のシンボルの使用）、5.9（その他の情報又

は主張）及び 5.10（特定のシンボル）に該当する場合は、当該要求事項をすべて

満たすこと 

 
なお、銘柄名やブランド名に環境表示を使用する場合は、銘柄名やブランド名のみの単独

使用は避け、どのような環境側面について効果を持つかを限定する補足説明を付すことが

求められます。 
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（５６）第三者機関民間団体、非営利組織等が運営する、認証制度によらないシ

ンボルマーク等を事業者等が自己宣言により使用する場合の要求事項 

 

認証ではなく、第三者機関民間団体、非営利組織等が運営するシンボルマーク等を事業者

等が自己宣言により使用する場合についても、タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の該当する

要求事項（特に ISO/JIS Q 14021 の 6.1 から 6.5）を満たすことが求められます。なお、シ

ンボルマーク等を使用するための基準や表示方法等に関する規則等については、運営する

第三者機関民間団体、非営利組織等が定めることになりますが、当該基準への適合性評価は

事業者等の責任の下、自己適合宣言により行われる必要があります。 
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３－３ 国際規格（タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格）の要求事項に係るチ

ェックリスト 

 

これまで述べてきたとおり、本ガイドラインでは、自己宣言による環境表示については、

タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格に準拠することが必要であると考えています。 
実際に自己宣言による環境表示を行う場合は、タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の要求事

項への適合状況について、チェックリストに基づき確認する必要があります。このため、以

下に、要求事項への適合状況を確認するためのチェックリストを例示します。 
なお、タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の詳細については、必ず ISO/JIS Q 14021 を確認

するようにしてください。 
 
（１）タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の一般事項に係るチェックリスト 

 
「JIS Q14020 との関係（5.2）」～「説明文の使用（5.6）」のチェックリスト例 

 

 
 

回答

5.2 JIS Q 14020に規定される原則を満たしている はい／いいえ

5.3 あいまい又は特定されない環境主張又は製品が環境に有益若しくは環境に優しい
と大まかにほのめかす環境主張をしていない

はい／いいえ

5.4 “・・を含まない”という主張を行っている場合、特定の物質の量が広く認めら
れた微量の混入物質又はバックグラウンドレベルを超えないレベルである

はい／いいえ／該当しない

5.5 持続可能であるとの主張をしていない はい／いいえ

5.6 環境主張の内容に説明文を付けている（予測できるすべての状況において、限定
条件なしに有効である場合を除く）

はい／いいえ／該当しない

項目 質問項目（JIS Q 14021に規定される要求事項）

一般事項
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「特定の要求事項（5.7）」のチェックリスト例 

 
 
 

回答

5.7

a 正確で、誤解を与えないものである はい／いいえ

b 実証されていて、検証可能である はい／いいえ

c 該当する製品に妥当なものであり、適切な状況又は条件下に限って用いられている はい／いいえ

d 主張は製品全体に対するものか、単に製品の部品若しくは包装に対するものか、
サービスの要素に対するものかを明示している

はい／いいえ

e 環境側面又は環境改善に関して具体的な主張である はい／いいえ

f 一つの環境変化に対して幾つもの便益があるかのごとく、異なった用語を用いて繰
り返し同じことを述べていない

はい／いいえ

g 誤解を生じるおそれはない はい／いいえ

h

最終製品に関してだけでなく、一つの環境影響を減少させる過程で他の環境影響を
増大させる可能性があることを認識できるように、製品のライフサイクルにおける
関連する側面のすべてを考慮したものである ※必ずしもLCAの実施を必須とするも
のではない

はい／いいえ

i 製品が独立した第三者機関によって保証又は証明されていない場合、そのことをほ
のめかすような表現をしていない

はい／いいえ

j 明示的か暗示的かにかかわらず存在しない環境改善を示唆していない。また主張に
関連する製品の環境側面を誇張していない

はい／いいえ

k 表現上は真実であっても、関係する事実を省略することによって購入者の誤解・誤
解を招くことがないようにしている

はい／いいえ

l 製品の耐用年数内に実現するか又はおそらく実現するであろう環境側面にだけ関連
するものである

はい／いいえ

m 環境主張及び説明文は、一緒に読まれるように明確に提示され、説明文は適切な大
きさでかつ環境主張に隣接している

はい／いいえ

n
環境面での優越又は改善を比較した主張がなされる場合は、具体的でかつ比較の根
拠を明らかにしている。環境主張は最近改善がどの程度行われたかの観点から妥当
なものである

はい／いいえ

o
過去から存在し、以前には公表していなかった側面に基づくものである場合、最近
の製品又は工程の改善に基づき主張を行っていると購入者、潜在購入者又は使用者
を信じさせるような表現をしていない

はい／いいえ

p その分類の製品では決して含まれていることのない成分、又は特性が存在しないこ
とを根拠として主張を行っていない

はい／いいえ

q 主張の正確さに変更をもたらすような技術、競合製品、その他の状況の変化を反映
するように必要に応じて再評価し、更新している

はい／いいえ／該当しない

r 該当する環境影響が生じる地域に関係あるものである はい／いいえ／該当しない

項目 質問項目（JIS Q 14021に規定される要求事項）

環境主張及び説明文の要求事項

一般事項
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（２）タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の環境主張をする際のシンボルの使用及び

その他の情報又は主張に係るチェックリスト 

 
「環境主張をする際のシンボルの使用（5.8）」及び「その他の情報又は主張（5.9）」のチ

ェックリスト例 

 
 
 
（３）タイプⅡISO/JIS Q 14021 規格の評価及び検証に係るチェックリスト 

 
① 主張者の責任及び評価方法の信頼性 

 
「主張者の責任（6.1）」及び「評価方法の信頼性（6.2）」のチェックリスト例 

 
 

回答

5.8
5.8.1

5.8.2 単純で容易に複製でき、シンボルが適用される製品に適した位置に付けられ、適切
な大きさである

はい／いいえ／該当しない

5.8.3 ある環境主張に使用できるシンボルは、他の環境主張のためのシンボルを含む他の
シンボルと容易に区別できる

はい／いいえ／該当しない

5.8.4 環境マネジメントシステムの実施を表明することに使用するシンボルは、製品の環
境側面を示すシンボルであると誤解されるような方法で使用されていない

はい／いいえ／該当しない

5.8.5 自然物は、主張する便益との間に直接的かつ検証可能なつながりがある場合に限り
使用している

はい／いいえ／該当しない

5.9
5.9.1

5.9.2 環境主張ではない目的に用いる言葉、数字又はシンボルを環境主張を行っていると
誤解を与えるような方法で用いていない

はい／いいえ／該当しない

5.9.3 シンボルは、特定のブランド、企業又は企業の立場に関連付けるように変更を加え
ていない

はい／いいえ／該当しない

項目 質問項目（JIS Q 14021に規定される要求事項）

環境主張をす
る際のシンボ
ルの使用

その他の情報又は主張に係る要求事項
材料表示処分に関する指示有害性の警告などの情報を伝えるため言葉、数字又はシンボルを環境シンボルとともに
用いてもよい

環境主張をする際にシンボルを使用する場合の要求事項
自己宣言による環境主張をする場合にシンボルを使用するか否かは任意である

その他の情報
又は主張

回答

主張者
の責任

6.1 自己宣言による環境主張の検証に必要なデータの評価及び提供に責任を持ってい
る

はい／いいえ／該当しない

6.2.1 主張に先立ち、主張を検証するために必要な信頼性があり、再現可能な結果を得
るため評価手段を準備している

はい／いいえ／該当しない

6.2.2
評価は完全に文書化していて、その文書は製品が市場で売られている期間及びそ
の後製品の寿命を考慮した合理的な期間、6.5.2 に示されている情報公開の目的
のため保持している

はい／いいえ／該当しない

評価及
び検証

項目

評価方
法の信
頼性

質問項目（JIS Q 14021に規定される要求事項）
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② 比較主張の評価 

 
「比較主張の評価（6.3）」のチェックリスト例 

 

 
③ 方法の選択 

 
「方法の選択（6.4）」のチェックリスト例 

 

回答

6.3.1

比較主張は次のいずれか一つ以上のものに対する評価である。
A．組織自身の以前の工程 、B.組織自身の以前の製品、C.他の組織の工程 D.他
の組織の製品
また、比較は （6.4 （評価及び主張の検証の方法の優先順位は、国際規格、国際
的に受入可能で承認された規格、ピアレビューされた産業又は通商上の方法の順
とする既存の方法がなく、主張者が方法を制定した場合は、6．に規定する他の
要求事項を満足し、かつピアレビューが可能となっている)で規定する）公表さ
れた規格又は承認されている試験方法を用い現在又は最近同じ市場にあって同一
又は他の生産者が提供する類似の機能をもつ比較可能な製品に対してだけ行って
いる

はい／いいえ／該当しない

6.3.2
製品のライフサイクルでの環境側面に関する比較主張は、同じ測定単位を用いて
数値化し、同じ機能単位に基づき、適切な期間にわたり、典型的には12ヶ月で計
算している

はい／いいえ／該当しない

6.3.3
.a)
b）

比較主張は以下のいずれかによって行っている
Ａ．百分率により行い、百分率の絶対値の差で表している
Ｂ．測定された絶対値により行い、絶対値は相対的な改善として表している

はい／いいえ／該当しない

6.3.4 絶対値による差の主張と相対値による差の主張とは、明確に区別している はい／いいえ／該当しない

6.3.5 製品に関係する改善と包装に関係する改善とを、別個に主張している はい／いいえ／該当しない

評価及
び検証

項目

比較主
張の評
価

質問項目（JIS Q 14021に規定される要求事項）

回答

評価及
び検証

方法の
選択

6.4

評価及び主張の検証の方法の優先順位は、①国際規格、②国際的に受入可能で承
認された規格、②ピアレビュー（査読）された産業又は通商上の方法の順とす
る。既存の方法がなく、主張者が方法を制定した場合は、「6.評価及び検証に関
する要求事項」に規定する他の要求事項を満足し、かつピアレビューが可能と
なっている

はい／いいえ／該当しない

項目 質問項目（JIS Q 14021に規定される要求事項）
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④ 情報へのアクセス 

 
「情報へのアクセス（6.5）」のチェックリスト例 

 

 

回答

6.5.1 自己宣言による環境主張は、企業秘密情報を要せずに検証可能である はい／いいえ

6.5.2
主張者は環境主張を検証するために必要な情報を自発的に公開することができる
が、公開しない場合には、主張の検証を求める何人に対しても、（管理者に相当
する）合理的な費用、時間、場所で、主張を検証するために必要な情報を公開し
ている

はい／いいえ

6.5.3

a 使用した規格又は方法を特定するものを含んでいる はい／いいえ／該当しない

b 最終製品の試験では、主張の検証が不可能である場合には文書化された証拠を含
んでいる

はい／いいえ／該当しない

c 主張の検証のために必要なときは、試験の結果を含んでいる はい／いいえ／該当しない

d 独立した機関によって試験を行った場合は、その機関と名称と所在地を含んでい
る

はい／いいえ／該当しない

e
主張が5.7h（製品のライフサイクルにおける関連する側面のすべてを考慮したも
のであること）及び5.7ｒ（該当する環境影響が生じる地域に関係あるものであ
ること）の要求事項に合致している証拠を含んでいる

はい／いいえ／該当しない

f 他の製品及び採用した前提条件との比較を含むときは、これら製品の試験に用い
た方法の記述及びその結果を含んでいる

はい／いいえ／該当しない

g 製品が市場で売られている期間及びそれ以降製品の寿命を考慮した合理的な期間
にわたり継続的に正確であることを保証する証拠を含んでいる

はい／いいえ／該当しない

「6.2 評価方法の信頼性」に基づいて文書化され保管されるよう求められる場合の最小限の情報

情報へ
のアク
セス

項目 質問項目（JIS Q 14021に規定される要求事項）

評価及
び検証
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り、環境配慮型製品の需要拡大が見込まれることで売上への寄与につながる。 

 

【企業価値の向上 CSR 評価】 

環境に配慮した製品の製造、輸送、販売等を通じた活動が、投資家が企業を評価する指

標として用いられる傾向にある。近年、ESG 投資等、機関投資家が企業の環境面への配

慮を重要な投資判断の一つとして捉える動きが主流化しつつある。環境対策に積極的に

取り組む事業者は、その取組によって社会的に企業価値が向上すると考えられる。 

 

【環境経営の推進、環境ブランドの構築】 

環境配慮型製品の開発・販売、事業所における環境活動等を通じて、環境経営の仕組み

が定着する。また、社会に対して環境経営に取り組む企業であることが認識される。さ

らに、取組を継続的に行うことによって、環境ブランドの構築（ブランドイメージの向

上）が可能となる。また、国民運動「デコ活 19」では脱炭素型製品・サービス等の大規

模な需要創出を持続的かつ強力に促していくことしており、このニーズに対応すること

により、提供する製品・サービスの市場拡大や新たな需要創出につながる。 

 

【従業員(もしくは構成員)の環境配慮意識の向上】 

事業所における業務や環境活動を通じて、従業員の環境配慮への意識が向上し、個々人

の日常生活においても環境配慮意識の向上が期待される。 

 
２）消費者のメリット 

・環境に配慮された製品の選択ができ優先的な購入や買換えへの意識が向上する。 
・製品の購入、使用、廃棄時において、環境負荷の低減に取り組める。 
・製品使用時における「省エネルギー」や「節水」等の環境保全効果では、経済的な利点

も得られる。 
 
③ その他 

 
・環境に配慮した事業活動を行う事業者やグリーンコンシューマ（消費者）を育成できる。 
・環境コミュニケーションを推進し、製造者及び販売者と消費者の信頼関係が築かれ、環

境対策の相互連携を図ることができる。（事業者にとっては、利害関係者とのコミュニ

ケーションが活発化する。） 
・環境先進国としての環境政策や社会基盤、環境技術、環境配慮型製品、環境情報管理等

 
19 環境省は、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を促すため、2022 年 10 月に新しい国民運動

（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）を開始し、2023 年 7 月に「デコ活」を愛称と

して決定。衣食住・職・移動・買い物など、生活全般にわたる国民の将来の暮らしの全体像「脱炭素につ

ながる新しい豊かな暮らしの 10 年後」を提案し、自治体・企業・団体等とも連携しながら、国民の脱炭

素につながる豊かな暮らし創りに向けた取組を展開している。 
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の諸施策をアピールすることで、国際的な協調と協力関係が構築できる。 
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２．公正取引委員会「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調

査報告書」 

 

公正取引委員会は、消費者の環境問題への関心の高まりを考慮し、平成 13 年 3 月に「環

境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査報告書」を公表しました。その中で、環

境保全に配慮していることを示す広告表示の実態調査結果を元に、広告表示についての景

品表示法上の考え方を整理し、環境保全に配慮していることを示す広告表示について、5 つ

の留意事項を提示しています。 
 

 

平成 21 年 9 月より、景品表示法は消費者庁に移管されています。 

► 公正取引委員会  https://www.jftc.go.jp/ 

► 消費者庁    https://www.caa.go.jp/ 

環境保全に配慮している商品の広告表示の留意事項 
 
①表示の示す対象範囲が明確であること 

環境保全効果に関する広告表示の内容が、包装等の商品の一部に係るものなのか又は商

品全体に係るものなのかについて、一般消費者に誤認されることなく、明確に分かるよう

に表示することが必要である。 
 
②強調する原材料等の使用割合を明確に表示すること 
環境保全に配慮した原材料・素材を使用していることを強調的に表示する場合には、「再

生紙 60％使用」等、その使用割合について明示することが必要である。 
 
③実証データ等による表示の裏付けの必要性 

商品の成分が環境保全のための何らかの効果を持っていることを強調して広告表示を

行う場合には、通常に当該商品を使用することによって、そのような効果があることを示

す実証データ等の根拠を用意する必要がある。 
 
④あいまい又は抽象的な表示は単独で行わないこと 
「環境にやさしい」等のあいまい又は抽象的な表示を行う場合には、環境保全の根拠と

なる事項について説明を併記するべきである。 
 
⑤環境マーク表示における留意点 
環境保全に配慮した商品であることを示すマーク表示に関して、第三者機関がマーク表

示を認定する場合には、認定理由が明確に分かるような表示にすることが求められる。 
また、事業者においても、マークの位置に隣接して、認定理由が明確に分かるように説

明を併記する必要がある。 
 

（公正取引委員会「環境保全に配慮した商品の広告表示に関する実態調査報告書」） 
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３．公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協

会による提案「消費者が望む環境情報９原則」 

 

公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS）環境

特別委員会では、「グリーン・コンシューマー消費者が望む環境ラベル情報９原則」をまと

めています。 

この原則は平成 18 年に初めて策定されましたが、策定から時を経て環境表示を巡る状況

も大きく変わってきたため、事業者と消費者との双方向のコミュニケーションのさらなる

進展を目指し、令和 8 年 1 月に一部改訂が行われました。 
 

 
► 公益社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会（NACS） 

https://www.nacs.or.jp/ 

 

グリーン・コンシューマー消費者が望む環境ラベル情報９原則 

こんな内容を知りたい望む 
1. 持続可能な社会を目指した企業事業者の理念と活動が見えること 

2. 重要なライフサイクルを通した情報を伝えていであること 

3. 社会的関心を反映プラスの面だけでなく、マイナスの影響も示していること 

 
こんな表現を望む 

4. わかりやすい誤解を招かない具体的な表現であること 

5. 比較でき根拠に基づいた正確な表現であること 

6. 具体的な表現である比較する場合は、公正で意味のある比較のみを行うこと 

 
こんな姿勢を期待する望む 

7. 確認できに必要なデータへのアクセスが容易であること 

8. 消費者との対話体制があ社会的に関心の高い環境課題に対して事業者としての

対応を示していること 

9. 消費者の意見が反映されているをはじめとするステークホルダーとの対話を行

うこと 
 

（社団法人 日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会（NACS 当時） 環境委員会 編集・執

筆「グリーンコンシューマーシリーズ 3 環境ラベルと環境報告書のワークショップをはじめよう 

環境に配慮している商品や企業を選ぶために」より一部改訂） 
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４．景品表示法に定める「不当な表示」 

 
我が国では、景品表示法第 4 条第 1 項第 1 号第５条第１号において、実際のものよりも

又は事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す不当

（虚偽、誇大）な表示を禁止しており、環境表示も規制の対象となっています。また、内閣

総理大臣は、同法第 4 条第 2 項第７条第２項により、優良誤認表示に該当するか否かを判

断するために、当該表示を行う事業者に対して、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資

料の提出を求めることができ、これに応じない場合や提出された資料が合理的な根拠と認

められない場合は、当該事業者に対して、行為の差止め若しくはその行為が再び行われるこ

とを防止するために必要な措置をとる命ずることができます（第 4 条第 1 項第 1 号第５条

第１号にのみ適用）。つまり、事業者が環境配慮型製品について環境表示を行う場合には、

客観的合理的根拠に基づいて適切に行わなければいけません。 
 

不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法） 

（不当な表示の禁止） 

第４５条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該

当する表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若し

くは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であっ

て、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあ

ると認められるもの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若し

くは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費

者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前２号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤

認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合

理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

第７条 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による命令（以下「措置命令」という。）に関し、事業者が

した表示が前項第５条第１号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるとき

は、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を

示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出し

ないときは、第６条同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみな

す。 

「不当景品類及び不当表示防止法（昭和 37 年法律第 134 号）」最終改正：平成 21 令和 6 年

610 月 51 日 
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５．環境表示に関する海外のガイドライン、自主規制等 

 
様々な国や地域において、事業者が行う環境表示に関するガイドラインや自主基準等が

定められています。それらの一部を次に紹介します。 

本ガイドラインは、日本国内での環境表示を対象としています。本ガイドラインは、国際

規格である ISO/JIS Q 14021 に整合することを原則としていますが、環境主張に関する法律

やガイドライン等の状況は、国や地域により異なります。多くの国や地域では、虚偽または

誤解を招くような環境主張を規制する一般消費者保護法（日本では景品表示法がこれに相

当）と、グリーン・ウォッシュを防止して誤解のない適切な環境主張を促進するためのガイ

ドラインを併用する例が多く見られますが、環境主張に対する特定の法律を制定して規制

している国や地域もあります。特に EU（欧州連合）では、不公正取引慣行指令（UCPD）

（2005/29/EC）が改正され（2026 年までに加盟国で法制化される予定）、第三者認証制度に

基づかない、または公的機関によって確立されていない持続可能性ラベルは不公正な商慣

行と見做され、罰則の適用対象となります。「持続可能性ラベル」には、自己宣言型の環境

宣言プログラム（従来のタイプⅡ環境ラベル）も含まれると考えられますので注意が必要で

す。 

日本国外で環境主張を行う場合には、本ガイドラインの要求事項によらず、必ず、該当国・

地域の法律やガイドライン等を確認し、それらに整合した環境表示を行う必要があります。 

 
（１）米国 

米国連邦取引委員会は、1992 年に広告及びマーケティング等における環境主張が、連邦

取引委員会法第 5 条「欺瞞的行為の制限」に違反するかどうかの判断基準を示すものとして

「Guides for the Use of Environmental Marketing Claims」を制定し、違反した表示については、

取り締まりが行われています。2012 年に大幅な改定が行われ、「堆肥化可能」、「リサイクル

可能」、「再生材含有」、「再生可能材料」、「再生可能エネルギー」、「分解性」など 13 項目（用

語）の使用条件について定められています。 

 

 ► Federal Trade Commission  https://www.ftc.gov/index.html 

 
 
（２）国際商工会議所（ICC） 

国際商業会議所（ICC）は、1991 年に自主規制のための基準として「ICC International Code 

of Environmental Advertising」を発行しており、2001 年の改訂版では、ISO 14021 の内容が一

部考慮されていますその後も複数回、改訂が行われています。2021 年 11 月にはタイトルが

「ICC Framework For Responsible Environmental Marketing Communications」に変更され、新た

に気候関連（カーボンフットプリント、カーボン・オフセット、カーボンニュートラル等）

および循環性（循環型経済を含む）、不使用（マイクロプラスチック不使用、化石燃料不使

用等）、リサイクル素材、分解性（生分解性、海洋分解性等）等に関する主張のガイダンス
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が追加されています。 

 

 ► International Chamber of Commerce  https://www.iccwbo.org/ 

 ► ICC Framework For Responsible Environmental Marketing Communications 

https://iccwbo.org/news-publications/policies-reports/icc-framework-for-responsible-

environmental-marketing-communications-2/ 

 

（３）欧州委員会 

欧州では 20002024 年に欧州委員会によって「Guidelines for Making and Assessing 

Environmental Claims」が公表されています。ISO 14021 の内容が考慮されたものとなってい

ます、「不公正取引慣行指令 (Unfair Commercial Practices Directive: UCPD、2005/29/EC)」が

改正され、いかなる場合も不公正取引とみなされる取引慣行に、以下の５つの行為が追加さ

れています。このため、EU 域内に製品等を上市する場合は特に注意が必要です。 

 

 認証制度に基づかない、または公的機関によって確立されていない自主的な持続

可能性ラベルを表示すること 

 製品または事業者が優れた環境性能を実証できないにもかかわらず、一般的で曖

昧な環境性能に関する主張（「エコ」や「グリーン」等）を行うこと 

 製品の特定の側面または事業の特定の活動のみに関係しているにもかかわらず、 

製品または事業の全体について環境主張を行うこと 

 温室効果ガスの排出を相殺することに基づいて、製品が温室効果ガスの排出に関

して環境に中立的、削減的、またはプラスの影響をもたらすと主張すること 

 製品分野内の全ての製品に法律で課せられている要件を、事業者が提供する際立

った特徴として提示すること 

 

► European Commission  http://ec.europa.eu/ https://commission.europa.eu/index en 

► DIRECTIVE (EU) 2024/825 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 

of 28 February 2024 

amending Directives 2005/29/EC and 2011/83/EU as regards empowering consumers for the 

green transition through better protection against unfair practices and through better information 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj 
 
（４）英国 

英国では、1998 年に政府が、業界や消費者、環境団体などとの幅広い協議を受け、環境表

示に関する規定として「Green Claims Code」を作成しています。2001 年の改訂版では、ISO 

14021 の内容が考慮されたものとなっています。また、2003 年には、規定を補足するガイダ

ンスとして、「Green Claims  Practical Guidance」を公表しています最新版は 2021 年 9 月に

発行されており、「オーガニック」、「グリーン」、「エコ」、「持続可能」、「環境に優しい」、「生
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分解性」、「堆肥化可能」、「リサイクル可能」などの用語の使用条件について定められていま

す。なかでも「環境に優しい」、「エコ」、「持続可能」といった一般的な持続可能性の主張は

誤解を与える可能性が高いとしています。 

 

 ► Defra  http://www.defra.gov.uk/ 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs  

► Green Claims Code  https://greenclaims.campaign.gov.uk/ 

 

 

（５）国連 
国連環境計画（UNEP）は、2017 年に製品の持続可能性情報に関する主張⽅法のガイダ

ンスとして「製品の持続可能性情報の提供に関するガイドライン(Guidelines for providing 

product sustainability information)」の改訂版を発行しています。「製品ライフサイクル全体

の考慮」と「持続可能性の主流化」（持続可能性の主張を、製品開発等の意思決定及び管

理プロセス全体に統合）を前提条件としたうえで、最低要件である５つの基本原則（「信

頼性」、「関連性」、「明確性」、「透明性」、「アクセシビリティ」）に加え、継続的な改善と

消費者とのエンゲージメントを高めるための 5 つの指針（「持続可能性の３つの側面」、

「行動変容と長期的な影響」、「マルチチャネルと革新的なアプローチ」、「コラボレーショ

ン」、「比較可能性」）を提示しています。さらに、環境主張におけるあいまいな表現とし

て「環境にやさしい」、「無毒」、「グリーン」、「持続可能」など 13 項目（用語）を挙げて

います。 

 
このほか、環境表示のうち「カーボン・オフセット」の主張に関連するものとして、国

連（UN）が提唱するネットゼロ原則の指針「Integrity Matters（誠実さが重要）」が発行

されています。本指針では、企業や自治体等がネットゼロを宣言する際の 5 つの基本原則

（野心、誠実さ、透明性、信頼性、公平性）と 10 の勧告をまとめており、カーボン・オ

フセット（クレジット）は、短中期目標（2025 年、2030 年、2035 年）の達成に使用して

はならず、自ら削減した後の上乗せにしか認められていません。 
 

 ► UNEP  https://www.unep.org/ 

 ► Guidelines for providing product sustainability information 

https://www.oneplanetnetwork.org/knowledge-centre/resources/guidelines-providing-

product-sustainability-information 

 ► Integrity Matters   

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-levelexpertgroupupdate7.pdf 
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（６）フランス 
フランス環境移行庁(ADEME)は、2023 年に環境主張の自己評価プロセスを簡単にする

ことを狙いとした実践的なガイドとして「グリーン・ウォッシュ防止ガイド(Guide anti 

greenwashing)」を作成しています。９つのグリーン・ウォッシュの悪い習慣を挙げたうえ

で、それぞれに設定したうえで、環境主張が正当であるかを広告主と代理店が自己評価す

るためのチェック項目を設定しています。 

 

 ►  ADEME  https://www.ademe.fr/ 

 ►  Guide anti greenwashing   

https://librairie.ademe.fr/societe-et-politiques-publiques/8839-guide-anti-greenwashing-

de-l-ademe-edition-2025-9791029724312.html 

 
 
（７）カナダ 

カナダでは、2024 年に誤解を招く広告や欺瞞的なマーケティング行為を禁止するカナ

ダの一般消費者法である「競争法」(Competition Act) が改正され、競争法にグリーン・ウ

ォッシュを対象とする新たな条項が追加されています。この改正により、企業は特定の環

境主張を裏付けるためにテストや実証を行うことが義務付けられました。また、カナダ産

業省競争局(Bureau of Competition)は、2024 年に環境主張の自己評価プロセスを簡単に

することを狙いとした実践的なガイドとして「グリーン・ウォッシュ防止ガイド(Guide anti 

greenwashing)」を作成し、グリーン・ウォッシュについて寄せられる苦情を６つの主張（「組

成物」、「製品の製造工程」、「使用後の製品の廃棄」、「比較」、「曖昧」、「将来」）に分類し

たうえで、企業に対してガイドを提供しています。 

 

 ►  Canada.ca  https://www.canada.ca/en.html 

 ►  Guide anti greenwashing   

https://competition-bureau.canada.ca/en/how-we-foster-competition/education-and-

outreach/publications/environmental-claims-and-competition-act 
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６．「特定調達物品等の表示の信頼性確保に関するガイドライン」につ

いて 

 
環境物品等（環境の負荷の低減に資する物品、サービス）を優先的に購入する、いわゆる

「グリーン購入」の拡大は、環境物品等への需要の転換を通じて、持続可能な社会の構築を

図るための有効な手段と考えられています。我が国では、国等による環境物品等の調達の推

進等に関する法律（グリーン購入法）が施行され、経済社会的に購入者としての大きな地位

を占める国等の各機関に対し、調達すべき環境物品等の品目（特定調達品目）とその判断の

基準が示されています。 
環境物品等の製造事業者等（輸入・販売業者を含む）は、グリーン購入法に基づいて定め

られた特定調達品目ごとの判断の基準に適合する旨を表示して「特定調達物品等」を市場に

供給しています。その表示内容を裏付ける合理的な根拠を欠く場合、不当景品類及び不当表

示防止法（景品表示法）第 4５ 条第 1 項が規制している不当表示（優良誤認）となるおそ

れがあります。この規定に基づいて、平成 20 年 4 月 25 日に公正取引委員会が製紙会社 8 
社に対して排除命令を行いました。 
特定調達物品等である旨を表示する事業者による合理的根拠の確保に関する明確な指針

がなかったことから、環境省では平成 21 年度から特定調達物品等である旨の表示の信頼性

確保のための手法のあり方について検討を実施し、「特定調達物品等の表示の信頼性確保に

関するガイドライン」（以下「信頼性確保ガイドライン」という。）をとりまとめました。 
以下、グリーン購入法と信頼性確保ガイドラインについて整理しました。 

 
 グリーン購入法について 

グリーン購入法は、国等の各機関が率先して「環境負荷の低減に資する製品・サービス（環

境物品等）」の調達を推進することにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会

の構築を目指す法律です。環境物品等のうち、「判断の基準」に適合する製品・サービスが

「特定調達物品等」です。 
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 特定調達物品等の製造事業者に求められる取組 
★ Ⅰ．「判断の基準」への適合の確認・文書化 
自らが製造する物品等が「判断の基準」に適合することを、適切な方法で検証、実証し、

その根拠を保存しましょう。 
自らが製造する物品等を特定調達物品等として市場に供給するためには、「判断の基準」

に適合していることを確認する必要があります。「判断の基準」への適合の確認には、自主

的取組による場合と、第三者機関の認証による場合とがあります。 
自主的取組による場合、「判断の基準」のそれぞれの項目に適した方法（試験、測定、監

査、検査、調査など）により検証、実証をすること（レビュー）が必要です。このとき、レ

ビューの対象、設計文書、方法、結果（監査報告書、試験成績書等）、結果の評価、関与し

た試験研究機関などの情報を文書化して保存しておくことが必要です。この文書が、「判断

の基準」への適合の表示の根拠となります。 
なお、「判断の基準」と同等以上の規格に基づき、第三者機関による認証を受けた物品等
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（エコマーク認定製品等）については、「判断の基準」への適合の信頼性は、当該第三者機

関と製造事業者等との間で確保されているとみなされます。 

 

 
★ Ⅱ．「判断の基準」への適合の表示 
「判断の基準」への適合が確認された物品等については、「判断の基準」への適合の表示

を製品等に行いましょう。 
「判断の基準」への適合が確認された物品等については、特定調達物品等であることを明

など 
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示する等、「判断の基準」への適合の表示を行います。 
「判断の基準」への適合の表示を行う場合には、製品そのものへの表示のほか、適合宣言

書、カタログ、送付状、取扱説明書、ウェブサイト等の手法・媒体があります。 

 
 

 
 特定調達物品等の販売・輸入事業者に求められる取組 
「判断の基準」への適合の確認と表示を適切に行いましょう。 
販売・輸入事業者のみなさまは、自らが取り扱う物品等が「判断の基準」に適合すること

を確認する必要があります。どのような方法を採用する場合でも、確認した結果を文書化し

て保存しておくことが必要です。 
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 特定調達物品等の原材料・部品提供事業者に求められる取組 

「判断の基準」への適合の確認は、製造事業者が自ら原材料・部品を製造している場合を

除き、原材料・部品提供事業者から関係する情報を入手しなければ行うことができません。 
原材料・部品提供事業者のみなさまは、製造事業者が適合を確認しようとする品目の「判

断の基準」に応じて、必要な情報を提供する等の協力を行う必要があります。 
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７．「環境ラベル等データベース」について 

 
シンボルマーク等を用いて自主基準に適合していることを宣言する場合は、そのシンボ

ルマーク等に関する情報（使用基準、基準の項目及び内容等）を自社のウェブサイトやカタ

ログ等に公表することが非常に重要です。しかし、消費者にとって各事業者のウェブサイト

等を一社ずつ確認することは容易ではありません。したがって、情報が集約され、一覧で確

認することができる「環境ラベル等データベース」に情報を登録することが望まれます。 
 

 

 

 
 

 環境省「環境ラベル等データベース」への登録 

環境省では、平成 13 年度よりウェブサイト上に「環境ラベル等データベース ～環

境物品を選ぶための情報ページ～」を開設し、第三者機関や事業者、地方公共団体等

が行っている様々な環境ラベル等について情報提供を行っています。なお、本データ

ベースに登録するためには、別に定める掲載条件を満たすことが必要となります。ま

た、本データベースで紹介する環境ラベル等は、それぞれの運営組織の責任において

実施されているものであり、これらの環境ラベル等より提供される情報の内容につい

て環境省が保証するものではありません。 

環境ラベル等の登録方法等については、次のアドレスにアクセスし、確認をしてく

ださい。 

► 環境ラベル等データベース 

https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/ecolabel/index.html 
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【環境ラベル等データベースの環境表示の掲載例】 

 
ここでは、環境ラベル等データベースに掲載されている統一の環境表示に関する取組を

いくつか紹介します。まず、「（１）消費者にとってわかりやすい環境表示のための取組」と

して、消費者の商品選択に役立つような環境表示の全体設計や、消費者への周知方法などを

取り上げています。次に、「（２）主張内容の信頼性や透明性を高めるための取組」として、

環境表示の基準策定方法や運用方法などを取り上げました。また、「（３）環境表示の効果」

についても、環境表示を行う製品の普及状況を紹介しています。 

 
 
掲載例１：ＧＰマーク（一般社団法人日本印刷産業連合会） 

 
環境に配慮された印刷物については、グリーン購入法基本方針に定められる「判断の的基

準」や、エコマーク認定基準が存在しています。一方、印刷業界団体 10 団体（約 9,200 社）

で組織する日本印刷産業連合会では、印刷物への環境対応に関する社会的要請の高まりを

受け、印刷業界自らがより実効性の高い環境配慮の基準を普及させようと、2001 年 8 月に

これらの公的基準等よりさらに厳しい自主基準を策定しました。 

2006 年 10 月、日本印刷産業連合会はこの自主基準を改定すると同

時に、「グリーンプリンティング認定制度」（自主基準を満たすと認定

された工場のみがＧＰマーク（右図）を表示できる仕組み）を整備し

ました。さらに、2010 年には印刷工場で購入・使用する資機材の環境配慮基準に基づく認

定制度を追加しています。 

ＧＰマークについて、日本印刷産業連合会では次のような取組が行われています。特に、

多数の中小企業を含む様々な印刷関連事業者の団体で構成される大規模な組織として、独

自の基準や認定システムに関する各事業者への周知徹底についても配慮した取組が行われ

ています。 

 

（１）消費者にとってよりわかりやすい環境情報を提供するための取組 

①複数品目を対象とした業界統一の環境表示 

ＧＰマークは、印刷関連事業者において広く採用可能な統一の環境表示であり、表示

対象は、オフセット印刷物、デジタル印刷、シール印刷物の 3 種類、グラビア印刷物等

の印刷物と、オフセット印刷工場（デジタル印刷工程含む）、シール印刷工場、グラビア

印刷工場、スクリーン印刷工場の 4 種類の印刷関連事業所（営業企画、製版、印刷、製

本、後加工含む）です。特に、製品である印刷物にＧＰマークを表示できるのは、印刷

関連事業所が印刷等製造工程及び事業者の取組（環境マネジメント等）に関する自主基

準を満たす印刷工場として認定を受け、印刷物を構成する購入資材（紙、インキ等）に

関する自主基準に適合した資材を使用して製造されている場合となります。 
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②総合評価 

「グリーンプリンティング認定制度」では、購入資材、印刷等製造工程、事業者の取

組について、環境汚染物質の削減、省資源・省エネルギー、物質循環の観点から、印刷

関連事業者が取り組むべき内容を基準化し点数配分を行った上で、総合評価により適合

性を判断できるようにしています。 

さらに、総合評価においては、既存の環境表示である、日本印刷産業連合会及び関連

業界で策定した印刷資材「古紙リサイクル適性ランクリスト」規格を組み込み、さらに

日本グラフィックコミュニケーションズ工業組合連合会の「環境保護印刷認証制度（ク

リオネマーク）」、日本水なし印刷協会の「バタフライマーク」、その他各印刷資材（用紙、

インキなど）に関する環境基準と整合を取ることで、印刷物としての統合的な評価を実

現しています。 

③多段階評価 

認定工場が行った製造工程の範囲（2 段階）と、印刷資材に関する自主基準（2 段階）

をもとに、2009 年 10 月より環境配慮度合いに応じた 3 段階表示（下図）を行っていま

す。 

 

 

 

④消費者の製品選択に役立つ情報提供 

自主基準を満たした印刷製品のほかに、認定工場のウェブサイトや営業資料にも認定

工場用ＧＰマークを使用できることとし、購入予定者への情報提供に活用しています。 

また、環境ラベル等データベースにもＧＰマークに関する情報を登録しています。 

 

（２）主張内容の信頼性や透明性を高めるための取組 

①自主基準の客観性 

自主基準は、評価項目別に基準値等を設定し、何をすれば基準を満たせるのかを具体的

に記述しています。また、基準の内容や点数配分等の評価方法をすべて公開して、申請

者が事前に自己評価することもできるようにしています。 

②公的基準や第三者認証基準との整合性 

環境省の定める「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入

法）に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が見直され、役務（印刷）に

於いてより高い環境性能を示す「基準値１」の要件にグリーンプリンティング認定制度

が明記されました。 

印刷資材、印刷等製造工程及び事業者の取組に関する自主基準には、公的基準や第三

者認証基準を満たすような基準と、さらに厳しい独自基準が設けられています。ＧＰマ

ークを表示した印刷製品であれば全て、グリーン購入法により定められた公的基準や、

エコマークが定める第三者認証基準を満たしていると言えます。 

さらに、この自主基準は、グリーン購入法の役務（印刷）の『配慮事項』においても参
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考にされています。また、自主基準の一部に組み込んだ「古紙リサイクル適性ランクリ

スト」規格は、グリーン購入法の役務（印刷）の『判断の基準』の中で使用されていま

す。 

 

③独自の認証システム 

印刷関連事業者の事業所が、印刷工程及び事業者の取組に関する自主基準に適合して

いるか否かについて、日本印刷産業連合会から委託を受けた認定審査員が申請書審査と

現地審査を行い、さらに、学識経験者や環境団体、ユーザー企業、マスコミ等で構成さ

れる認定委員会の判定をもとに認定する、独自の認定システムを導入しています。 

④事業者への周知徹底 

基準や認定システムなど、「グリーンプリンティング認定制度」の内容について、日本

印刷産業連合会は印刷関連事業者に対し、説明会の開催、パンフレットの作成のほか、

ウェブサイトでの紹介、印刷業界向けの展示会への出展などの周知活動を行っています。

また、日本印刷産業連合会に所属する印刷業界団体も、印刷関連事業者への周知活動を

行っており、日本印刷産業連合会は各団体の周知活動を支援しています。具体的には、

全会員事業者へのパンフレットの配布、団体支部等での説明会の開催、ウェブサイトで

の紹介やインターネット番組の放送などの活動を所属団体が実施しています。 

 

（３）環境表示の効果 

このような取組のもと、ＧＰマークはグリーン購入やグリーン調達を行う購入者を中心

に認知が広がりつつあり、認定工場申請数は 289 約 450 工場（20132025 年 112 月時点）、

ＧＰマーク表示製品数は 8,125 件 2 約 13 億 4,1775,000 万部（20132025 年 212 月時点）と

順調に増加しています。 

 

 

掲載例２：JOIFA グリーンマーク（一般社団法人日本オフィス家具協会） 

 

環境配慮型のオフィス家具については、グリーン購入法の特定調達品目に関する公的基

準が存在しています。オフィス家具関連事業者約 100135 社の業界団体である日本オフィス

家具協会（JOIFA）は、グリーン購入法の基準策定に協力を行っている

経緯から、2001 年 7 月にグリーン購入法適合を示す「JOIFA グリーンマ

ーク（以下 グリーンマークという）」（右図）を制定し、会員企業のグリ

ーン購入法適合製品への表示を開始しました。 

グリーンマークについて、日本オフィス家具協会では次のような取組が行われています。 

 

（１）購入者にとってよりわかりやすい環境情報を提供するための取組 

①複数品目を対象とした業界統一の環境表示 

日本オフィス家具協会の専門部会の会員企業であれば、グリーン購入法の特定調達品
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目 1012 品目（いす、机、棚等）を対象に、グリーン購入法適合製品にグリーンマークを

表示することができます。 

②購入者の製品選択に役立つ情報提供 

メーカーのカタログ等にもグリーンマークを表示して、購入予定者への情報提供に活

用しています。現在、国内主要メーカーのカタログ等にグリーンマーク表示製品が掲載

されているため、幅広い購入層にグリーンマークが認知される結果となっています。 

 

（２）主張内容の信頼性や透明性を高めるための取組 

①公的基準への準拠 

グリーン購入法により定められた基準を満たすことが、グリーンマークの表示基準と

なっています。表示基準は（グリーン購入法の基準と協調して）毎年継続的に改善が行

われており、業界としてより高い目標を達成しています。 

さらに、表示基準（グリーン購入法の基準）について解説した「グリーン購入法の手引

き」を作成し、業界内で統一の理解に基づく適合性判断を行えるよう努めています。 

 

（３）環境表示の効果 

このような取組のもと、グリーンマークはグリーン購入やグリーン調達を行う購入者を

中心に広く認知され、表示製品のニーズは、官公庁にとどまらず、グリーン調達を行う事

業者等にも広く波及してきています。また、グリーンマークを表示することは、例えば海

外メーカーの環境配慮型でない製品との差別化要因の一つともなっています。 

現在、日本オフィス家具協会の専門部会会員であるオフィス家具メーカー約 5045 社

（2026 年 1 月現在）がグリーンマークの表示を行っており、国内主要メーカーの多くの

自社製品にグリーンマークが見られるようになっています。 

 
 
掲載例３：エコガラス／エコガラス S（一般社団法人板硝子協会） 

 

エネルギー効率の高い電気機器や自動車、建築資材等の公的基準として、エネルギーの使

用の合理化に関する法律（省エネ法）により定められた基準があります。例えば、建材分野

では、経済産業省が省エネ法第 86 条に基づいて告示した「窓等の断熱性能に係る情報提供

に関するガイドライン」に従って、2008 年 4 月に「省エネ建材等級」表示制度が整備され

ました。 

大手ガラスメーカー3 社で組織する板硝子協会では、省エネ建材等級表示

制度に先駆けて、2006 年 4 月に、省エネ法で設定された基準よりもさらに

高い省エネルギー性能をもつ複層ガラス製品の幅広い認知・普及を進めるた

め、「エコガラス」の呼称とシンボルマーク（右図）を表示する取組を開始

しました。 

エコガラスについて、板硝子協会では次のような取組が行われています。特に、建材は一
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般消費者に直接販売する商品ではないことから、流通業者等の関連事業者と協力して様々

な購入関与者へ周知を行うための取組も行われています。 

 

（１）消費者にとってよりわかりやすい環境情報を提供するための取組 

①複数メーカー共通の基準 

板硝子協会会員 3 社の複層ガラス製品を対象に、断熱性能と遮熱性能に関する自主基

準に適合した製品であれば、エコガラスのシンボルマークを表示することができます。 

②消費者の製品選択に役立つ情報提供 

自主基準を満たした製品のほかに、テレビ・コマーシャルやメーカーのウェブサイト、

カタログ等にもエコガラスのシンボルマークを表示して、一般消費者や住宅メーカー等

の購入関与者への情報提供に活用しています。さらに、流通業者等の製品を取り扱う全

ての事業者のカタログや店頭ポスター等にエコガラスのシンボルマークを使用できるこ

ととし、メーカーと流通業者の営業担当者が協力して様々な購入関与者に情報提供でき

るように工夫しています。メーカーや流通業者の営業担当者がマークや表示製品につい

ての説明に使用するためのパンフレットも、板硝子協会が作成し、提供しています。 

また、環境ラベル等データベースにもエコガラスに関する情報を登録しています。 

 

（２）主張内容の信頼性や透明性を高めるための取組 

①自主基準の客観性 

自主基準は、断熱性能と遮熱性能についてそれぞれ基準値等を設定し、公開していま

す。製品の性能が基準値を満たすか否かについては、メーカーが行う JIS 規格に基づく

性能試験の結果をもとに判断されます。 

②公的基準との整合性 

自主基準は、省エネ法により定められた公的基準や省エネ建材等級に対応する形で策

定されています。特に、省エネ建材等級の第 2 位等級以上に該当することを自主基準の

一部に設定しています。 

 

（３）環境表示の効果 

このような取組のもと、エコガラスは開始 2 年後の 2008 年 3 月に板硝子協会が実施し

た認知度調査により、一般消費者の 50％以上の高い認知を獲得したことが明らかになりま

した。また、表示対象製品である省エネルギー性能の高い複層ガラス（Low E 複層ガラス）

製品の普及率（戸建住宅への戸数普及率、板硝子協会調査）は、2006 年度に 29.2％であっ

たのに対し、2010 年度には 53.2％と急速に伸びています。 
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我が国では、建築物分野における省エネルギー対策が段階的に強化され、建築物省エネ

法をはじめとする関連制度の整備や、住宅性能表示制度の定着、断熱改修等に対する各種

支援施策の拡充により、窓・開口部の断熱性能は住宅・建築物の性能を左右する重要な要

素として位置付けられています。また、一般消費者においても、断熱性や省エネルギー

性、室内環境の快適性を考慮して建材を選択する意識が広く浸透していま

す。 

 一般社団法人 板硝子協会では、こうした流れに先駆け、複層ガラスの

断熱・遮熱性能に着目し、一定水準以上の省エネルギー性能を有する製品

を分かりやすく示すため、2006 年より「エコガラス」の呼称およびシン

ボルマークを運用しています。 

 エコガラスは、特定の法令や制度に基づく認証や等級を示すものではなく、複数メーカ

ーに共通する自主基準に基づき、開口部の省エネルギー性能向上に寄与する複層ガラス製

品であることを分かりやすく伝えるための業界共通の環境表示です。 

 

 その後、住宅・建築物に求められる断熱性能水準が一層高まったことを受け、一般社団

法人 板硝子協会では、従来のエコガラスの考え方を発展させ、より高い

断熱性能を有する複層ガラス製品を対象とした「エコガラス S」を新たに

設定しています。エコガラス Sは、エコガラスの自主基準のうち、特に断

熱性能についてより高い水準を満たす製品を対象とし、高断熱住宅や断熱

性能を重視した建築計画において、開口部性能を検討する際の参考となる

よう、性能レベルの違いを明確に示す位置付けとしています。 

（１）消費者・関係事業者にとって分かりやすい情報提供のための取組 
① 複数メーカー共通の自主基準 
 板硝子協会会員各社が製造する複層ガラス製品のうち、断熱性能および遮熱性能につ

いて協会が定める自主基準に適合した製品に、エコガラスのシンボルマークを表示して

います。このうち、特に断熱性能が高い水準にある製品については、エコガラス S とし

て区別して表示しています。 
 これにより、メーカーや製品の違いを超えて、省エネルギー性能に配慮したガラスで

あること、ならびに性能水準の違いを共通の目印として示しています。 

② 製品選択に資する補助的な情報提供 
エコガラスおよびエコガラス S のマークは、メーカーのカタログやウェブサイト、流

通 事業者の資料等において、製品の特長を説明する際の補助的な表示として活用され

ています。建材は一般消費者が単独で選択する機会が少ないことから、住宅事業者、設

計者、施工者、販売担当者など、様々な購入関与者が共通認識を持って説明できるよう、

一般社団法人 板硝子協会では情報提供資料の整備・発信を行っています。 
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（２）主張内容の信頼性・透明性を確保するための取組 

① 自主基準の明確化と公開 

 エコガラスおよびエコガラス Sの自主基準は、断熱性能および遮熱性能に関する考え

方を明確にした上で、協会として公開しています。 

対象製品が基準を満たしているかどうかについては、JIS規格等に基づく各メーカーの

性能試験結果を前提に確認されています。 

② 公的制度・評価体系との関係整理 

エコガラスおよびエコガラス S は、建築物省エネ法や住宅性能表示制度等における適

合性や等級を直接示すものではありません。 

 一方で、これらの制度において重視される「開口部の断熱性能向上」という共通の目的

に資する複層ガラス製品を、消費者および関係事業者が直感的に理解しやすい形で補足

的に示す環境表示として位置付けられています。 

 個別の建築物における性能評価や制度適合については、各制度に基づく確認が必要で

あることを前提としています。 

 

（３）環境配慮型建材の普及に果たす役割 

エコガラスおよびエコガラス S の表示は、高断熱・高遮熱性能を有する複層ガラス製

品の理解促進と普及を後押しし、住宅・建築物における省エネルギー化や居住環境の快適

性向上に寄与してきました。 
 現在では、高性能窓が社会的に広く認知される中で、エコガラスは省エネルギー性能に

配慮した複層ガラスであることを示す基本的な目印として、エコガラス S はその中でも

断熱性能をより重視した製品を示す補助的な環境表示として、それぞれ役割を果たして

います。 
 

 

 


